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槻 ノ木 （１）遺 跡

―野辺地町近沢川砂防ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書―

平成 ６年度

青森県教育委員会





序

野辺地湾 を臨む丘陵地や河岸段丘上 には、数多 くの遺跡が所

在 してい ます。 とりわけ槻 ノ木 （１）遺跡 は、昭和５５年度 には野

辺地町教育委員会で、 また、昭和５６年度 には本教育委員会が発

掘調査 を実施 してい る広大な遺跡であ ります。

平成 ５年度 は、遺跡 の中 を流れ る近沢川の砂防ダム建設事業

の実施 に先立ち、記録保存 を目的 として本遺跡の一部 を発掘調

査 しました。

今回の調査によって、縄文時代 中期初頭 の住居跡 をは じめ と

した遺構やそれに伴 う多量 の遺物が出土 しました。 とりわ け円

筒上層式土器 と大木式系土器 の好資料が出土 し、当地方の歴史

を知 るうえで貴重な考古資料 を得 ることがで きました。

本書 は、 この調査結果 をまとめた もので あ りますが、今後、

埋蔵文化財の保護、活用、研究 にいささかで も役立 つ ところが

あれば幸い と思い ます。

ここに、 この調査 の実施か ら報告書の刊行 まで種々御指導、

御協力 をいただいた調査指導員 をはじめ、関係各位 に厚 くお礼

申し上 げます。

平成 ７年 ３月

青森県教育委員会

教育長 佐々木 透





例言

１ 本報告書 は、平成 ５年度に実施 した野辺地町近沢川砂防ダムの建設事業予定地内に所在す

る 「槻ノ木 （１）遺跡」の発掘調査報告書である。

２ 発掘調査 を実施 した 「槻ノ木 （１）遺跡」は、青森県教育委員会が昭和５３年度に刊行 した

『青森県遺跡地名表』に、遺跡番号 ４０００１番 として登録 している周知の遺跡である。

３ 本書の執筆者氏名 は、依頼原稿については文頭 に、その他については文末 に記 した。執筆

者名の記載のないものについては、調査担当者の白鳥が担当 した。

４ 本書に掲載してある図版の縮尺は、できるだけ統一を図 り、各図版ごとにスケールを表示

している。写真図版の縮尺は、一部統一 していない。

５ 本文中及び表において使用した略称 ・スクリーン トーン等の表示は次のとお りである。

住 ・住居跡 ・Ｈ―竪穴住居跡 土―土坑

また、遺構番号は、第○号の 「第」 と 「号」を省略する場合 もある。

スクリーン トーンの表示は、次の とおりである。

６ 遺構の規模に関する計測値 は、各遺構の妥当 と考えられる部位 を計るようにし、重複のた

め計測ができない場合は、残存値を記載 した。遺構の計測値の単位 は、「ｃｍ」 とした。

７ 遺構の覆土ほか、色調に関する表記 は、『新版 標準土色帖』（小山正忠・竹原秀雄 ：１９９１）

に基づいている。

８ 試料の鑑定及び同定並びに分析は、次の方々に依頼 した （順不同、敬称略）。

放射性炭素年代測定 学習院大学教授 木越 邦彦

炭化材の樹種同定 元奈良教育大学教授 嶋倉 巳三郎

石質鑑定 青森県立八戸高等学校教諭 松 山 力

（現、八戸市文化財審議委員）

青森県立板柳高等学校教諭 山口 義伸

９ 調査並びに報告書作成にあた り、次の機関 ・諸氏にご指導をいただいた。

（敬称略 ・順不同）

瀬川 滋、田中 寿明、長尾 正義、駒井 知広、遠藤 正夫、福田 友之、千田 和文、

三宅 徹也、高橋 与右衛門、田村 俊之、東北歴史資料館、
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第Ⅰ章 調査に至る経過と調査要項

第 １節 調査 に至 る経 過

野辺地町槻ノ木 （１）遺跡 は、古 くか ら周知 されていた埋蔵文化財包蔵地のひとつである。

県教育庁文化課の（県）埋蔵文化財包蔵地調査カー ドによると、最初の調査は、４４年程前の昭

和３６年 ８月１８日である。調査員は、二本柳正一氏 （故人）で、ついで、昭和４６年 ８月 ９日に小

野忠明、盛田稔、井上久の各氏が、「むつ小川原開発予定地域内埋蔵文化財分布調査」の際、確

認されている。 また、角鹿扇三氏 （故人）の所有 された資料の中にも本遺跡から採集されたも

のが含 まれていたようである。

昭和５５年に 「馬門槻ノ木遺跡発掘調査報告書」が、野辺地町教育委員会か ら刊行 され、つい

で、昭和５６年に県教育委員会の調査 （「県埋文報第７７集」）が行われた。それ らによって、本遺

跡は、縄文時代前期中葉から晩期 まで と、さらに弥生時代を含む相当長期間にわたって営 まれ

た複合遺跡であることが確認されていた。

「平成 ３年 ９月 ３日 野辺地町立歴史民俗資料館の駒井氏から （遺跡）付近で砂防工事があ

り、土器が出土 しているとの連絡 あり」

「平成 ３年 ９月１３日 文化課の担当職員が、 （地元）資料館の駒井氏 らと現地を確認、砂防課

か ら事業の説明をうける。上流部 より土器多数発見。付替道路について緊急 に発掘調査必要。

５年度発掘に向け調整。」

「野辺地町教育委員会、水田部分等の試掘調査実施。水田部 には （包含層等）なし。段丘面

は包蔵地。」

「平成 ４年 １月 ７日 （遺跡の）範囲拡大の台帳提出。遺跡は拡大する。」（「県、埋蔵文化財

包蔵地履歴カー ドか ら引用」）。

その後、土木部長名で県教育長あてに、「砂防事業に伴 う埋蔵文化財の発掘調査について（依

頼）があった。ついで、平成 ５年１１月１２日付 け、青砂第 ２１０号で、報告書刊行に要する費用の

積算資料の作成が行われた。

概略、以上のような経緯があって、平成 ５年 ７月 ５日か ら発掘調査が実施 されることになっ

たのである。

（北林 八洲晴）

－ １ －



－ 2 － － 3 －



第 ２節 調査要項

１ 調査 目的

野辺地町近沢川砂防ダム建設事業の実施 に先立ち、当該地区に所在する野辺地町槻ノ木

（１）遺跡の発掘調査 を行 い、その記録保存 を図 り、地域社会の文化財の活用に資する。

２ 発掘調査期間 平成 ５年 ７月 ５日か ら同年 １１月 １８日まで

３ 遺跡名及び 槻ノ木 （１）遺跡 （青森県遺跡番号４０００１）

所在地 青森県上北郡野辺地町字槻 ノ木 ３１、外

４ 発掘調査面積 ５， １７６平方メー トル

５ 調査委託者 青森県土木部 （砂防課）

６ 調査受託者 青森県教育委員会

７ 調査担当機関 青森県埋蔵文化財調査センター

８ 調査協力機関 野辺地町教育委員会、上北教育事務所

９ 調査参加者

調査指導員 村越 潔 弘前大学教育学部教授 （考古学）

調査協力員 中村 正久 野辺地町教育委員会教育長

調 査 員 高島 成侑 八戸工業大学教授 （建築史）

市川 金丸 青森県立郷土館学芸課課長補佐 （考古学）

（現、青森県考古学会会長）

天間 勝也 平内町立茂浦小学校教頭 （考古学）

（現、平内町立山口小学校教頭）

山口 義伸 青森県立板柳高等学校教諭 （地質学）

赤沼 英男 岩手県立博物館専門学芸員 （保存科学）

調査担当者 青森県埋蔵文化財調査センター

調査第一課 総括主幹

課 長 北林 八洲晴

総括主査 白鳥 文雄 （主担当）

主 事 太田 秀文

（現、弘前大学教育学部附属小学校教諭）

調査補助員 高橋 昌也、相馬 優子

成田 和世、永澤 恵理子

－ ３ －



第 ３節 調査方法

調査区の設定

道路建設用中心杭のＮｏ．２６０とＮｏ．２８０を通る線 を基準軸線 とし、 これを延長 してグリッドを設定

した。 １グリッドは ４ｍ×４ｍ とした。グリッドの呼称 は、南東から北西方向にアルファベ ッ

トの大文字を、北東か ら南西方向に算用数字を付 して、その組み合わせで示 した。中心杭Ｎｏ．２６０

は Ｉ－６５に相当する。グ リッドの東西軸線はＮ―５２°―Ｅである。

発掘方法

（粗掘 り） 基準軸線 （Ｉライン）及び ５の倍数にあたるグリッドごとに土層観察用の 「あ

ぜ」 を残 して、各層ごとに掘 り下 げた。

標準土層 （基本層序）にはローマ数字を付 して呼称 した。

（遺構 の調査方法） 遺構は各種類ごとに、確認順 に番号を付 した。調査中に遺構 と断定で

きないものについては欠番 とした。

遺構内覆土の堆積状況を観察するためにセクションベル トを残 し、規模 の大小 により四分

法 ・二分法 ・その他を用いた。遺構内の堆積土は算用数字を付 して呼称 した。

遺構の実測の縮尺は、２０分の １を基本 としたが、規模 の大小によって１０分の １・その他 とし

た。実測にあたっては、グ リッド軸線を元にして、水糸による簡易遣 り方実測を行った。記録

保存のために、適宜写真撮影を行 った。フィルムは、モノクローム とカラーリバーサルの ２種

類 を用いた。

（遺物の取 り上げ方法） 出土遺物は、遺構ごと及び層位 ごとに取 り上 げることを原則 とし

た。 また、遺物の出土地点を記録 し、層位 ・標高を台帳に記入 した。遺構内出土遺物 は遺構単

位に、遺構外出土遺物はグ リッド単位に、通し番号 を記入 し、出土層位 ・標高を記録 した。

また、取 り上げに際 しては、色分けしたカード （土器― 白 ・石器―青 ・その他― 赤）を使用

し、遺物番号 ・出土地点 ・層位 ・取 り上げ期 日等 を明記した。

第 ４節 調査の経過

平成 ５年 ６月 ７日、県土木部砂防課、十和田土木事務所、県教育庁文化課、埋蔵文化財調査

センターの担当職員により、現地の下見を行ない、今後の調査計画の打ち合せを行なった。 ６

月２８日には、野辺地町馬門公民館において発掘調査作業員の雇用説明会 を行 なった。

７月 ５日、遺跡内へ調査資材等 を搬入 し、調査を開始した。調査は、調査区域の草刈 りか ら

始め、併行 して、事務所付近の環境整備及びグリッド設定 （杭打ち） を行 った。

－ ４－



草刈 りの終了した範囲から表土剥ぎを行い、 ４ｍ ごとに試掘先行用の トレンチを設定した。

表土中からの遺物の出土が多いため、まず、数区域 を選定 し、表土中の遺物 の取 り上 げを先行

して、遺物包含層の状況及 び下部の遺構の有無を確認することに努めた。

全体の状況が見え始めた ８月１１日に、馬門公民館に関係機関が集 まり発掘調査打合せ会議 を

行なった。会議では事業内容の説明の後、調査の経過が報告 され、今後の問題点及び見通 し等

について意見が交換された。 この中で、調査区対岸の一部に遺物の出土する部分があるとのこ

とで対応が協議 され、調査期間の中で処理することとなった。

８月下旬にな り、遺物包含層が途切れた範囲か ら遺構 らしい落ち込みが確認されはじめ、遺

構確認作業を併行させた。 ９月初旬には、遺物の量が多 くなったために、センターへ約 ２００箱

を搬送 した。下旬には遺構が確認されはじめ、精査 を中心に作業を行なった。

また、調査区対岸については、予定範囲が非常 に狭 く、この範囲内には数片の土器片が表土

中に混在 していただけであった。

１０月に入 り遺構精査 も順調 に進み、１１月 ６日には、周辺の町民を対象 として遺跡の現地説明

会 を開催 し、野辺地町内外から約５０人が見学に訪れた。

調査は順調に進み、１１月１８日、調査器材を搬出し、無事調査を終了した。

－ ５－



第Ⅱ章 遺跡及び周辺の環境

第 １節 遺 跡 周 辺 の 地 形 及 び 地 質

青 森県 立板 柳 高等 学 校教 諭 山 口 義伸

野辺地湾は陸奥湾南岸にあって、湾 に突出した夏泊半島東側の湾奥部に位置 している。湾奥

部での主要河川は野辺地川であって、蛇行 しながら北流 して野辺地湾に注いでいる。支流とし

ては主に野辺地川以西の二本木川、枇杷野川、与田川などがあげられ、いずれも東流 して野辺

地川下流部～河口付近にて合流している。野辺地川以東 における小谷は上述の諸河川 と比 して

規模が小 さく河床勾配が急である。

野辺地町及びその周辺の地形は第 ２図の等高線図か ら判断で きるように、およそ野辺地川を

境 にして東西両側では大 きな差異が認め られ る。東側では湾岸に平行 して中位段丘相当の野辺

地段丘 （標高１７～３５ｍ）が約 １ｋｍの幅で発達 している。侵食谷による開析が認め られるが、起

伏が小さ く陸奥湾 に向って緩 く傾斜する段丘面である。なお、陸奥湾には比高１７～１８ｍの海崖

で もって望み十符 ヶ浦 と呼ばれている。野辺地段丘 の背後 には比高約５０ｍの急峻な段丘崖が

あって標高１００～１２０ｍの高位段丘が広 く展開している。 この高位段丘は野辺地川西方では口広

平段丘 と呼ばれ、東方では長者久保段丘、甲地段丘 と呼ぼれている。面の高度、傾斜、開析度、

構成物などの地形発達からみて ２～ ３段に区分でき、一般 には開析が著 しいものの平頂な丘陵

地をなしている。

一方、野辺地川西方では標高１２０～１５０ｍの等高線を境 に地形に変化が認められる。標高１２０

～１５０ｍよ り高所では等高線の間隔が極端 に狭 く入 り込みも大 きい ことか ら、烏帽子岳山塊の

急峻な地形を示 していることが理解できる。 この急峻な山塊外縁部 にあたる標高１２０～１５０ｍの

高度は北北西―南南東の方向性を示 し構造的な要素をもっていると思われる。なお、本遺跡の

北西方に位置する馬門温泉付近で北西―南東性 に向 きを変えている。標高１２０～１５０ｍ より低い

所では比較的等高線の間隔が狭 く陸奥湾及び野辺地川に向かって徐々に高度 を下げていること

が認められる。 この傾斜地 は山塊外縁部に発達する口広平段丘であって、各河川の下刻作用に

よって分断された り流域に分布する扇状地堆積物 によって被覆 された りして河間の丘陵地 とし

て分布するのみである。なお、烏帽子岳山塊 に源を発する枇杷野川及び近沢川流域には山塊の

外縁部付近を扇頂部 とする扇状地性の地形が認 められる。扇状地前面には野辺地段丘があって、

湾岸に沿って帯状 に発達 している。 また、野辺地川流域及び近沢川、二本木川、枇杷野川など

－ ６－
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の小河川の流域内には小規模ながら低位段丘（小湊付近では薬師野段丘と呼ぶ）が認められる。

 槻ノ木遺跡は第３図に示したように野辺地町の西方約２km地点にあって、その調査区域は近

沢川右岸沿いに位置している。背後には奥羽脊梁山脈北東端部の一角を占める烏帽子岳山塊が

占めている。近沢川流域では山塊外縁部にあたる標高150ｍ付近を扇頂部とする扇状地が展開

していて、扇状地前面には野辺地段丘が位置し比高５～10ｍの段急崖で接している。これらの

地形を分断して流れる近沢川流域内には低位段丘相当の古期氾濫原が認められる。古期氾濫原

はは原河床面と約５～６ｍの比高差が認められる。本遺跡の調査区域は近沢川右岸に分布する

扇状地を被覆する古期氾濫原上に立地し、調査区域北端は近沢川に臨む比高４～５ｍの急崖と

なっている。調査区域からは、縄文時代中期の遺物密集部分が検出されており、これは、標準

土層の第Ⅰ～Ⅲ層からの出土である。ただ本来の遺物包含層が雨水等に絡む崩落によって一部

流された可能性があり、また薄く残った遺物包含層に、後世の崩落土（遺物を包含する）や耕

作による土が被覆した部分も多く認められる。



－ 8 － － 9 －



次に、本遺跡周辺の地質概要については青森県教育委員会 （１９８３）に基づいて記述する。 こ

の地域の地質を要約すれば、下位 より新第三紀中新世 の四ツ沢凝灰岩類及び上位の小坪川安山

岩類、鮮新世の砂子又層、第四紀の野辺地層及び上位 の上北火山灰層、段丘堆積物 そして沖積

層で構成 される。最下部の四ツ沢凝灰岩類 は流紋岩及び同質の火砕岩か らなり、背後の烏帽子

岳山塊の中核をなし、山塊の中腹から山麓 にかけては安山岩質凝灰角礫岩及び同質凝灰岩から

なる小坪川安山岩類が堆積 している。 この基盤岩の外縁には半固結状態の砂子又層 （主に凝灰

質砂岩か らなる）及び野辺地層 （主に砂岩か らなる）が堆積 し、段丘群の基盤 をなしている。

上記の各地層群 を覆っているのが褐色火山灰層 （ローム層）であって、段丘群 との関係で、

上北下部火山灰層、上北中部火山灰層、上北上部火山灰層の ３つに区分できる。上北下部火山

灰層は茶褐色を呈する粘土質火山灰であって、中部 に厚さ １ｍ程の濃橙 色細粒浮石 （甲地浮石

と呼ぶ）を挟み、下半部 には厚 さ５０ｃｍ程の白色浮石層が伴っている。一般に、高位段丘面を覆

い、本火山灰層の下位には段丘堆積物 と思われ る角礫岩及び砂礫岩が認められる。上北中部火

山灰層は中位段丘以上の段丘を覆 う茶褐色の火山灰であって、 ３～ ４枚の粘土質浮石層をはさ

むほかに暗色帯及びクラック帯が伴っている。本火山灰基底部には風化して粘土化したオレン

ヂ浮石 （厚さ３０～５０ｃｍ）が堆積 し鍵層 となっている。本浮石の下位には砂礫層や砂層などから

構成 される段丘堆積物が認められる。上北上部火山灰層は沖積地以外の全地形面 を覆 う火山灰

である。本火山灰層は上部が浮石粒の含む粗粒火山灰で、下部が厚 さ３０～５０ｃｍ程の浮石層 （基

本層序の第Ⅳ層に相当し、千曵浮石層 と呼ぶ）からなるが、本遺跡周辺では下部の浮石層のみ

が堆積 している。上北上部火山灰層の上部 には黒色腐植質土が堆積 し、腐植土 には十和田火山

起源の十和 田 ａ降下火山灰 （Ｔｏ－ａ）及 びＴｏ－ａ上位に堆積する白頭山起源の苫小牧火山灰

（Ｂ－Ｔｍ）の ２枚の薄い降下火山灰が認め られることがある （第 ４図）。

最後 に、調査区域内の基本層序について記述 したい。

Ⅰ層 黒褐色土 （厚さ１０～２０ｃｍ）

表土及び耕作土である。粘性 ・湿性がややみられる。やや堅固であるが締 まりに欠け

脆い。乾 くと、層全体が黒灰色に変色 し、 さらさらした感触で崩れやすい。耕作土 は乾

くとクラックが発達 してブロック状 に割れやす くなる。

Ⅱ層 黒色腐植質土 （厚さ１０～３０ｃｍ）

粘性 ・湿性がある。やや締 まりがみ られるが、全体的にソフトな感 じがする。やや粘

土質であるが、乾 くとかた く締 まり、亀裂の大きいクラックが発達す る。 ローム粒の混

入が目立つ。

なお、本層下部か ら下位のⅢ層上面にかけては縄文時代中期 を主体 とする遺物包含層

が形成 されているが、特に急傾斜面において雨水等 による崩落のために本来の包含層が

－ ９－



一部 またはその上部が欠如 している。また、薄 く残った包含層上に、さらに上部斜面の

遺物 を包含する崩落土が被覆している部分 も多 くみられる。

Ⅲ層 暗褐色土 （厚さ２０～３０ｃｍ）

ローム層への漸移層であって、粒子状及びブロック状のロームが、多量に混入してい

る。 また、下位のⅣ層のブロックの混入 も多い。本調査区域は近沢川の右岸にあって、

この川沿いに小規模に発達する低位段丘面の北端部に位置 し急傾斜地 となっている。調

査区域の地理的環境か らみて、崩落土等の崖錐堆積物が多 く一次的な堆積物の確認が困

難である。

Ⅳ層 黄褐色 ラピリ質浮石 （厚さ１０～２０ｃｍ）

緻密堅固なラピリ質浮石で、上北上部火山灰基底部の千曵浮石 （Ｃｂ． Ｐ）に相当す

る。調査 区域内では崖錐等の自然の撹乱作用によりレンズ状の堆積状況を示している。

ただ、緩傾斜面ほど面的な拡が りが認められる。

Ⅴ層 黄褐色 ローム （厚 さ２０～４０ｃｍ）

全体的によく締 まった粘土質火山灰で、上北中部火山灰層に相当する。本層最上部は

クラックの発達する暗色帯 （厚さ１０ｃｍ）であって、常にⅣ層直下に付随 していて堅固な

茶褐色を呈するハー ドロームである。なお、黄褐色ロームの下位には格子状の割れ目の

発達す る赤褐色ハー ドローム （厚さ２０～３０ｃｍ）が堆積 している。全体 として約 １００ｃｍの

ロームが堆積 し、最下部には細粒浮石質火山灰 （厚さ約１０ｃｍ）が認められる。 ローム層

の下位には砂礫層 と砂質粘土の互層からなる段丘堆積層 （厚さ２～ ３ｍ）が堆積 してい

る。

引用 ・参考文献

東北地方第四紀研究グループ，１９６７ 東北地方における第四紀海水準変化 日本の第四系

地団研専報Ｎｏ．１５

中川久夫，１９７２ 青森県の地質 第二部 青森県の第四系 青森県

青森県教育委員会，１９８３ 松原 ・陣馬川原遺跡 ・槻ノ木遺跡 県埋文報告書第７７集
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第 ２節 周 辺 の 歴 史 的 環 境

周 辺 の遺 跡

瀬 川 滋 （青森 県 考 古学 会会 員 ）

槻 ノ木 （１）遺跡が位置する野辺地町では、平成 ３年度 に 「野辺地町遺跡分布調査」を行い、

１１９カ所の遺跡 を確認 している。

野辺地町は、陸奥湾東側の最深部に位置 し、東西に細長い弧状 を呈して、陸奥湾に面 してい

る。地形的には、後方 （南方）は、奥羽脊梁山脈か ら連なる最高位段丘 と、長者久保段丘、甲

地段丘などの高位段丘 に取 り囲まれている。

高位段丘からは、陸奥湾沿いに、中位段丘が平面的に発達 している。海岸線には、野辺地段

丘 と称する海岸段丘が、平行 して延びている。高位段丘か らは、筋状に多 くの小河川が陸奥湾

に流入 しているが、比較的規模の大 きい沖積地を形成 しているのは野辺地川だけである。

このような地形上 に所在する遺跡の大半は、小河川の中流域にあたる中位段丘上に集中 して

いる。 これらの遺跡の分布形態は、本町 と海岸段丘が続 いている隣接の横浜町にも、同様に連

続している。 この遺跡分布形態の中で も、特 に、馬門地区を流れる小河川域 （二本木川、近沢

川、馬門川、土場川）に遺跡が密集 してお り、槻ノ木 （１）遺跡もその一つである。

町の東側の中位段丘間にも、干草橋川、木明川、明前川、有戸川、砂沼川、などを有する小

河川域が存在するが、馬門地区ほどの遺跡の密度はない。 このようにこの地区に遺跡が密集す

るのは、 これらの背後に形成された烏帽子岳山塊の存在に起因するもの と思われる。縄文時代

における複合遺跡や大規模遺跡の成立には自然的条件 の付加が直接関係することは周知のこと

であ り、馬門地区の遺跡密集地は、海 と山の狭間 にあり、当時においては生活環境の良好な地

域であったもの と考えられる。

槻ノ木 （１）遺跡を筆頭に、比較的規模の大 きい縄文時代の遺跡 としては、寺 ノ沢遺跡、槻

ノ木 （７）遺跡、獅子沢遺跡、柴崎 （１）遺跡などが挙げられるが、これ らは縄文時代前 ・中

期 に集中する傾向にある。縄文時代後期では、遺跡数が増 え、全域 に分布 している。枇杷野遺

跡のように高地 （標高１１０～１３０メー トル）にも分布が見 られる。

また、陸奥湾岸地域では、発見例の少ない縄文時代早期の遺跡 も、小規模なが ら確認 されて

いる。向田 （１７）遺跡、向田 （２０）遺跡、春木場沢 （１）遺跡、坊 ノ塚遺跡の ４カ所である。

向田 （１７）遺跡は白浜系 と早稲 田 ５類、向田 （２０）遺跡 はムシリ系 と前期初頭の早稲田 ６類、

春木場沢 （１）遺跡 はムシリ系、坊ノ塚遺跡 はムシリ系 と貝殻文系の土器が採集されている。

－ １２ －
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 先土器時代（旧石器時代）の遺跡では、ブレードが出土した目ノ越遺跡が知らされているが、

現在ではその出土地点は不明瞭である。また、槻ノ木（１）遺跡に隣接する獅子沢遺跡からも

表採資料ではあるが、ナイフ型石器の出土例があり、今後、周辺において発掘調査の機会があ

るならば、ローム層中の調査も念頭にいれなければならないと考えている。

 時代は前後するが、古代、中世においても、有戸雲雀牧場内からは古墳時代の遺物である剣

形石製模造品の発見例（註１）や平安時代の明前館の、二十平館、坊ノ塚館など館跡の分布も

確認されている。

 この他、遺跡確認の困難な山林地にも、遺跡立地条件を備えた場所が多くあり、今後も遺跡

の数が増えることは確実である。

註１：伊東信雄 昭和28年「東北地方に於ける石製模造品の分布とその意義」『歴史 第六集』

   東北史学会
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第Ⅲ章 検出遺構と出土遺物

第 １節 検出遺構と遺構内出土遺物

今回の調査で検出した遺構 は、竪穴住居跡 ４軒、土壙１０基、屋外炉 １基、埋設土器 １基、配

石遺構 ７基、溝状 ピッ ト１基である。

１ 竪穴 住 居跡

確認順に番号を付 していったが、第 １・２号竪穴住居跡 としたものは、調査の結果、 自然の

窪み と断定できたため欠番 として扱った。 したがって、本遺跡の竪穴住居跡は、第 ３号から第

６号までの ４軒である。

第 ３号竪穴住居跡 （第 ８～１４図）

［位置］ Ｈ―６０・６１グリッドに位置する。

［平面形 ・規模］ 南側半分以上が調査区外にあるため、全体形を確認できなかったが、主軸

がほぼ南北方向の隅丸長方形 を呈するもの と考えられる。確認部分は、長軸で ３７０ｃｍ、短軸で

３７０ｃｍである。

［壁］ 第Ⅲ ・Ⅳ層を壁 としている。壁はほぼ垂直であり、上部はややもろく、下部はしまり

がある。床面近 くは若干粘性が認 められる。

［床面］ 第Ⅳ層を掘 り込み、地山を床面 としている。貼 り床面の痕跡 は確認できなかった。

床面 は若干粘性が認められ、全体緩やかな起伏がみられる。

［壁溝］ 北東隅に幅１０～１５ｃｍで、深さ ７～１０ｃｍの溝が存在するが、木の根跡の可能性 も考え

られ、壁溝の一部 とは断定し得ない。

［柱穴 ・ピット］ １１個の柱穴及びピットを検出 した。この内、ピット３・５の ２個が主柱穴

と考 えられ、深さはそれぞれ７８ｃｍ・８８ｃｍと非常に深い。 １・２も柱穴 と考 えられるが、住居跡

の全体像が不明のため、配置及び構成 は不明である。 ８～１１は根の痕跡の可能性が高い。 ４は

緩やかな くぼみで、上部から土器が出土 している。

［炉］ 確認できなかった。

［付属施設］ 調査 した範囲内には存在 しない。ただ、遺構内の床面上に２０ｃｍ×５０ｃｍの範囲で、

灰白色粘土のブロックが検出され、 この周囲から小礫が数点出土 していることか ら、なんらか

の施設であった可能性 も考 えられる。

－ ２３ －



［堆積土］ １４層に分層できた。上部には標準土層の第 Ⅱ層が堆積 している。黒褐色土を主体

としており、全体に炭化物粒を混入 している。また、地山 と同様のロームの層が数層堆積 して

いる。

［出土遺物］ 確認面から床面 まで遺物が出土している。

土器は、上部か ら床面近 くまでは、第Ⅳ群 １・２類 （榎林 ・最花式） とした円筒土器以降の

ものが散発的に出土 してお り、床面及び床面直上からは、第Ⅲ群 １類 （円筒上層 ａ式）の土器

が数個体出土している。

石器は、剥片石器では、石鏃 が ３点出土している。また、礫石器では、ス リ石 １点が出土 し

ている。 このほかに玉髄 の小礫 を打ち欠いた両極石核が数点出土 している。

［小結］ 本住居跡の廃絶時期 は、床面か らの出土土器の型式か ら、縄文時代中期初頭、円筒

上層 ａ式期 と考えられる。 また、柱穴の配置からは、確認部分内では、拡張 （増築）はなかっ

た と考 えられる。

覆土中から出土の多量の土器片は、埋没過程 において投げ込まれたか、表土の地滑 りなどに

よって堆積したものかは明確に把握できなかった。

－ ２４－
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 第４号竪穴住居跡 （第15～19図）

［位置］ Ⅰ－54・55グリッドに位置する。

［平面形・規模］ 北側の半分、もしくはそれ以上が調査区外にあるため、全体形を確認でき

なかった。柱穴の配置及び東壁の形状から、隅丸方形か、またはやや南北に長い隅丸長方形を

呈するものと考えられる。調査区の北側は約５メートルで急崖となるため、現段階では長楕円

形は想定できないが、川岸の崩落が数カ所で認められることから、構築時にはより川側に台地

がのびていた可能性もあり断定し得ない。確認部分は、南北で360cm、東西で410cmである。

 また、南東端が木根により撹乱を受けている。

［壁］ 第Ⅲ・Ⅳ層を壁としているが、最上部は不明瞭である。壁はほぼ垂直であり、上部は

ややもろく、下部はしまりがある。床面近くは若干粘性が認められる。

［床面］ 第Ⅳ層を掘り込み、地山を床面としている。貼り床面の痕跡は確認できなかった。

床面は若干粘性が認められ、全体に緩やかな起伏がみられ、特に中央部がくぼんでいる。

［壁溝］ 東壁で２箇所ほど途切れるが、他の部分は壁直下に、幅20～30cm、深さ約10～20cm

の溝が存在する。

［柱穴・ピット］ 14個の柱穴及びピットを検出した。この内、ピット10・11・14の３個が主

柱穴と考えられる。ただ、この３個のピットは、深さが約60cm～80cmと非常に深いものである

が、直径が22～30cmと非常に細いものである。ピット１・３・４・５・７の５個が支柱の壁柱

穴と考えられる。ピット９・12・13は、なんらかの付属施設と考えられる。

［炉］ 調査区の境界線上から４個の礫が出土し、この下部に埋設土器を確認した。埋設土器

は60×30cmの不整楕円形を呈するピットの東側に埋められている。土器は、頚部から胴部上半

部までで、口縁部と底部を欠失している。ピットは深さ10cm程で、底面は平坦である。土器内

部の堆積土は、浮石の多く混じった褐色土を主体としており、ピット内では、暗褐色土を主体



－ 32 － － 33 －

として、全体に炭化物粒を混入している。明瞭な焼土は確認できなかったが、土器埋設炉と考

えられる。また、位置的には、住居の形状が隅丸方形の場合は、ほぼ住居の中央部分と考えら

れる。

［付属施設］ ピット９・12・13が付属した施設と考えられるが、用途等は不明である。これ

らは、柱穴の近くに存在することから、柱との関連性が考えられる。

［堆積土］ 22層に分層できた。黒褐色土及び暗褐色土を主体としており、全体に炭化物粒を

混入している。上部は粘性がなく、しまりも少ないが、下部は、特に壁際及び床面直上は、粘

性がありしまりも強い。

［出土遺物］ 確認面から床面まで遺物が出土している。

 土器は、上部からは、第Ⅳ群１・２類（榎林・最花式）が散発的に出土しているが、特に後

者の出土が多い。床面及び床面直上からは、第Ⅲ群１類（円筒上層ａ式）の土器が数個体出土

している。

 石器は、石鏃８点と軽石が出土している。このほかに玉髄の小礫を打ち欠いた両極石核が数

点出土している。

［小結］ 本住居跡の構築時期は、炉の埋設土器及び床面出土の土器型式から、縄文時代中期

初頭、円筒上層ａ式期の後半と考えられる。また、柱穴の配置からは、拡張（増築）はなかっ

たと考えられるが、東側の壁溝が一部途切れる部分は、出入口の可能性も考えられる。
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第 ５号竪穴住居跡 （第２０・２１図）

［位置］ Ｈ―４７～４８グリッドに位置する。

［重複］ 第１０号土坑 と重複 し、本住居跡が古い。また、南西側に第 ６号住居跡が隣接してい

る。

［平面形 ・規模］ 南側の半分以上が調査区外にあるために、全体形 を確認できなかった。 ま

た、明確 に確認できたのは南西壁だけである。 このため規模 も不明である。

［壁］ 第Ⅳ層を壁 としてお り、垂直に立ち上がっている。上部はややもろく、下部 はしまり

がある。床面近 くは若干粘性が認められる。東側の壁は若干の段差を確認で きただけであり、

不明である。

［床面］ 第Ⅳ層 を掘 り込み、地山を床面 としている。貼 り床面の痕跡 は確認できなかった。

床面は若干粘性が認 められ、全体に緩やかな起伏がみられる。東側は、緩やかな段差が確認で

きたが、床面の範囲は確定できない。

［壁溝］ 確認できなかった。

［柱穴 ・ピッ ト］ 柱穴 １個 を確認 した。深さから主柱穴 と考えられるが、他の柱穴を確認で

きなかったことから、柱穴配置 は不明である。

［炉］ 確認できなかった。おそらく、調査区外 に存在するもの と推定される。

［付属施設］ 確認できなかった。

［堆積土］ ５層に分層できた。暗褐色土を主体 としてお り、全体に炭化物粒を含んでいる。

また、覆土より上部の標準土層の第Ⅱ層中には火山灰の堆積がみられる。

［出土遺物］ 確認面及び覆土上部からは土器片が出土 しているが、帰属時期を決定できる床

面か らの土器は出土 しなかった。石器では、床面近 くから磨製石斧が １点出土 している。

［小結］ 本住居跡の廃絶時期 は、床面か らの出土土器が皆無のため不明であるが、重複関係

にあり、本住居跡 より新 しいと考えられる第１０号土坑の覆土中か ら、円筒上層 ａ式期の土器が

出土 していることから、本住居跡は、円筒上層 ａ式期 またはそれ以前の所産 と考 えられる。

－４０ －
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第 ６号竪穴住居跡 （第２２～３０図）

［位置］ Ｇ ・Ｈ―４８～５０グリッドに位置する。

［平面形 ・規模］ 南側の半分以上が調査区外にあるために、全体形 を確認できなかったが、

主軸がほぼ南北方向の隅丸長方形 を呈するものと考えられる。確認部分 は、長軸方向で ５８０ｃｍ、

短軸で ６４０ｃｍである。

［壁］ 第Ⅳ層を壁 としており、垂直に立ち上がっている。上部はやや もろ く、下部はしまり

がある。床面近 くは若干粘性が認 められる。

［床面］ 第Ⅳ層を掘 り込み、地山を床面 としている。貼 り床面の痕跡は確認できなかった。

床面 は若干粘性が認められ、全体 に緩やかな起伏がみられる。西壁寄 りに、主柱穴 と平行 して

５～１０ｃｍ程の段差が認め られ、壁寄 りが高 く構築 されている。

［壁溝］ 西壁直下だけに存在する。幅は１０～２５ｃｍ、深 さは４～１３ｃｍで、一部で途切れる。

［柱穴 ・ピッ ト］ １１個の柱穴及びピットを検出した。 この内のピット２・５・６の ３個が主

柱穴 と考えられ、壁溝中の ７～１１の ５個 は、支柱穴 と考 えられ る。また、北壁寄 りに長径 １５０

ｃｍ程の不整形のピットが ２基 （ピット１・３）存在する。主柱穴 とした ピット５・６には大型

の礫が伴って確認されている。

［炉］ 住居の全体形が確認できないことか ら、住居における位置関係は不明であるが、ほぼ

中軸線上に設 けられている。地山を掘 りくぼめて構築 されており、内部は暗褐色土中に多量の

焼土及び炭化物が混入 している。最下部 に焼土層が検出された。第 ９層 とした層は地山の焼化

された部分である。

［付属施設］ ピット１・３が付属施設 と考 えられるが、 ともに用途は不明である。 ピット３

には土器が倒立状態で埋設 されている。土器は完形品で、器外面、特に下部 には、ほとん ど火

熱 を受けた痕跡は認め られないが、内面には油脂状の炭化物の付着 とそれを掻き取ったような

痕跡がみられる。ただ、胴部上半部から上には、煤状の炭化物 と火熱を受 けた痕跡 も認め られ

ることか ら、土器の下部 までを埋置 して、使用した可能性が高い。この土器 は本来的な煮沸具

としてではな く、何か特殊な使用法が行われたものと考えられるが、埋設 された胴部中央部か

ら口頚部 までの火熱 を受けた痕跡が、どの ような状態での使用 によるものかは不明であ り、倒

立での埋設が、住居 を使用 していた時点の ものか、廃絶時になされた ものかも不明である。

［堆積土］ １１層に分層できた。最上部の第 １層は表土で、第 ２・４層は標準土層第 Ⅱ層に相

当すると考 えられる。第 ３層は焼土粒の混入 している黒褐色土で、上部に苫小牧降下火山灰 と

考 えられ る火山灰がレンズ状 に堆積 している。第 ５～ ７層は暗褐色土または黒褐色土 と褐色土

との混合土で炭化物粒が多量 に混入 している。下部 はローム主体の層で炭化物が混入 している。

一部焼土の層が確認できたが
、この部分で焼化 された可能性は少ない。

－ ４３ －



［出土遺物］ 確認面か ら床面まで遺物が出土 している。

土器は、覆土上部か らは、第Ⅳ群 １・２類 （榎林 ・最花式）の土器が、特に後者が多 く出土

しており、床面及び床面直上か らは、第Ⅲ群 １類 （円筒上層 ａ式）の土器が数個体出土 してい

る。埋設土器 もこの類である。また、第Ⅲ群 ２類 （円筒上層ｂ式）の破片 も多 く出土 している。

石器 は、凹石が １点出土 している。この他に不定型石器が数点出土 している。

［小結］ 本住居跡の廃絶時期は、床面からの出土土器及び埋設土器の型式から、縄文時代中

期初頭、円筒上層 ａ式期 と考えられる。 また、柱穴の配置か らは、確認部分内では、拡張 （増

築）はなかった と考えられる。

－ ４４ －
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２ 土 坑

今回の調査では、１０基の土坑 を検 出した。この他に、上部に配石をともなう土坑が ２基確認

されているが、これは遺構の性格上、配石遺構 として取 り扱った。

第 １号土坑 （第３１～３２図）

［位置］ Ｈ ・Ｉ―７１・７２グ リッドに位置する。

［重複］ 重複 は認められないが、南側 に第 ２号土坑が存在 し、開口部間で約 １２０ｃｍ程で近 接

している。

［平面形 ・規模］ 開口部 は、一部不明瞭な部分 もみられるが、概ね楕円形 を呈 している。底

面 は不正な楕円形で、断面形では、底面が広がるフラスコ状を呈する。開口部では、長軸 １１０

ｃｍ、短軸９０ｃｍ、底面では長軸 １８５ｃｍ、短軸 １６５ｃｍで、深さは約 １３０ｃｍである。

［堆積土］ １６層に分層できた。上部は、暗褐色土 を主体 とし、中位以下は黄褐色 ロームを主

体 としている。一部中位層 と最下層の堆積土を除 き、全体に炭化物粒の混入が認められる。 ま

た、上部には焼土粒の混入 も認められた。全体のしまりはないが、中位以下の層は粘性が強い

傾向が認められる。堆積土中に炭化物等の混入物がみられるものの、ほぼ、地山その もののロー

ムが堆積 していることか ら、構築後、短期間のうちに人為的に埋 め戻されたもの と考 えられる。

［出土遺物］ 土坑の中位 の第 ７層中か らコハクが １点出土 している。 コハクは風化が著 しく、

加工の有無は不明である。また、堆積土上部から土器片が少量出土しているが、本遺構に伴わ

ないもの と考 えられる。

［その他］ 底面直上か ら出土した炭化木片は、樹種同定の結果、「ヤチダモ」で、年代測定で

は、３０９０± １６０ （Ｂ．Ｐ．）年 との結果が報告されている。 （第Ⅳ章参照。）

本土坑の周囲には、薄いものではあったが縄文時代中期後半の遺物包含層 （一部後世の耕作

によるものも含まれる）が形成 されていたことから、本遺構の構築時期 は、土器 と同時期、 ま

たは若干古いものと考えたいが、年代測定の結果か らは、縄文時代後期終末期の年代が示され

ており、断定 し得ない。

また、中位 よりコハクが出土 していることから、土壙墓の可能性が高い。

－ ５６ －
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第 ２号土坑 （第３３～３４図）

［位置］ Ｈ―７２グリッドに位置する。

［重複］ 重複 は認められないが、北側に第 １号土坑、南西側に第 ５号土坑が位置 している。

［平面形 ・規模］ 開口部は、不整な円形 を呈 し、底面もやや角張った不正な円形を呈する。

断面形は、底面が広がるフラスコ状を呈するが、中位の くびれ部分がほぼ垂直に構築 されてい

る。開口部では直径約 １５０ｃｍ、底面では直径約 ２１０ｃｍ、である。深さは約 １９０ｃｍである。

［堆積土］ 遺構上部の不明瞭な部分 も含めて、２３層に分層できた。土壙中の上部 ３分の ２程

までは、暗褐色土及び褐色土 を主体 とした堆積土で、ロームを粒状 またはブロックで含んでい

る。下部の３０ｃｍ～４０ｃｍ程はロームの再堆積層で、一部黒褐色土の層が確認できた。下部のロー

ム層を除いて、全体 に炭化物粒の混入が認められる。堆積土の全体にしまりが認められた。

上部は不明瞭であるが、下部は堆積土の状態から人為堆積の可能性が高い。

［出土遺物］ 土坑の中位の第 ９層 または第１２層中より小礫が出土 している。 また、堆積土上

部 より土器片が少量出土 しているが、本土坑 に伴う可能性 は少ない。

［その他］ 第 １号土坑 と同様に、確認面上部の遺物包含層の存在から、縄文時代中期頃の構

築 と考えられ るが、断定 し得ない。

第 ３号土坑 （第３５～３７図）

［位置］ Ｈ―７４グ リッドに位置する。

［重複］ 第 ７号土坑 と重複 しており、本土坑が新 しい。

［平面形 ・規模］ 開口部及び底面 とも緩い楕円形を呈する。断面形では、底面が広がるフラ

スコ状 を呈するが、中位以下まではほぼ垂直で、底面近 くでやや膨 らむ特異な形状である。

開口部では、長軸 １８０ｃｍ、短軸 １４０ｃｍ、底面では長軸 ２１０ｃｍ、短軸 １９５ｃｍで、深さは約 ２２０

ｃｍである。

［堆積土］ 確認時の平面形 と実際の遺構の位置が若干ずれたことか ら、良好 な堆積状況は把

握 し得なかった。壁側に寄ったが、２３層に分層で きた。上部は、黒褐色土及び暗褐色土を主体

とし、炭化物が多 く混入している。中位以下は明褐色土を主体 とし、ロームの混入が多 く認め

られる。下部のフラスコ状を呈する部分は、ローム主体 の堆積土で全体 にしまりに欠ける。最

下層はロームを含む黒褐色土が堆積 している。

底面直上に黒褐色土が若干堆積 していることから、構築後、ある程度の期間放置 された可能

性 も考 えられる。ただ、下部の堆積土が、混入物の少ないほぼ地山そのもののロームを主体 と

していることか ら埋 め戻された ものと考えられる。また中位 に多量の炭化物が堆積 しており、

遺物 もほぼ、 この位置から出土 している。最上部 は不明であるが、人為的な堆積 と考えたい。

－ ５８ －
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［出土遺物］ 土坑中位に炭化物を多く含む層が存在し、この上下から土器片及び礫が出土し

ている。また、ほぼ同レベルから小型の土偶が出土している。

［その他］ 確認面上に遺物包含層が認められたことや出土遺物から、本土坑の構築時期は縄

文時代中期と考えられる。

 覆土中から出土した炭化木片は、樹種同定の結果「クリ」及び「エノキ」と報告されている。

（第Ⅳ章参照。）
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 第７号土坑 （第35図）

［位置］ Ｈ－74グリッドに位置する。

［重複］ 第３号土坑と重複しており、本土坑が古い。

［平面形・規模］ 北西側の半分を第３号土坑により切られており、全体形は不明である。残

存部は、開口部で南北110cm、底面で100cm、深さは、70cmである。壁は、ほぼ垂直で、底面

は若干の起伏が認められるが、全体に平坦である。

［堆積土］ ６層に分層できた。暗褐色土を主体としており、ローム粒および炭化物粒が混入

している。中位以下はローム粒の混入が多く、底面よりは暗褐色土とロームとの混合土である。

［出土遺物］ 覆土上部から土器片が数片出土したが、流れ込みと考えられる。

［その他］ 本土坑の構築時期は、重複している土坑の時期から、縄文時代中期またはそれ以

前と考えられる。

 第４号土坑 （第38・39図）

［位置］ Ｈ－73グリッドほかに位置する。

［重複］ 重複は認められない。

［平面形・規模］ 木根等による撹乱で、特に北東側の形状は不明瞭である。全体に不整な楕

円形を呈する。推定長軸約160cm、短軸140cmで、深さは約10～40cmである。全体にスリ鉢状

を呈し、底面は傾斜している。

［堆積土］ ９層に分層できた。上部は暗褐色土を主体として、下部はローム主体の堆積であ

る。全体に炭化物粒を混入しており、しまりが認められる。人為堆積と考えられる。

［出土遺物］ 出土しなかった。

［その他］ 構築時期は不明であるが、他の土坑同様、縄文時代の可能性が高い。
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 第５号土坑 （第４０図）

［位置］ Ｇ・Ⅱ－72・73グリッドに位置する。

［重複］ 重複は認められない。ただ、本土坑上部には、後世の風倒木による黄褐色ロームが

堆積していた。

［平面形・規模］ 風倒木痕により開口部の形状は不明瞭であるが、開口部は楕円形を、底面

はほぼ円形を呈する。壁は全体に北西側（斜面）に向かい傾斜している。底面は平坦である。

開口部では長軸235cm、短軸135cmで、底面は長軸155cm、短軸145cmである。深さは、約160

cmである。

［堆積土］ 18層に分層できた。上部は褐色土を主体としており、下部はロームを主体として

いる。全体にしまりが認められる。上部には炭化物粒の混入が認められ、中位以下には小礫・

細礫の混入する層が多い。これらの礫が多量に混入している層も数層認めらる。また、最下層
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には小礫及び細砂が多量に混入していた。

 堆積状態から人為的堆積と考えられる。

［出土遺物］ 堆積土の上部から土器片が少量出土しているが、本遺構に伴う可能性は低い。

［その他］ 確認面上部の風倒木及び本遺構とも、縄文時代の所産と考えられる。
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 第６号土坑 （第41～43図）

［位置］ Ｉ－71グリッドほかに位置する。

［重複］ 重複は認められない。

［平面形・規模］ 開口部の一部が抜根により撹乱を受けており、一部不明瞭である。平面形

は、開口部及び底面とも円形である。断面形状は、内部が広がるフラスコ状を呈するが、開口

部及び底面では規模に大きな差は認められず、くびれ部分も非常に緩く長い。

 開口部では直径約150cm、底面で170cm～180cmで、深さは約170cmである。

［堆積土］ 19層に分層できた。上部は暗褐色土を主体としており、中位は褐色土を、下部は

ロームを主体としている。ほぼ、全層にわたり炭化物粒を含んでいるが、特に多量に混入して
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いる層は認められない。上部の堆積土を除いて全体にしまりに欠ける。

［出土遺物］ 上部から少量の土器片が出土しているが、本遺構に伴う可能性は低い。

［その他］ 確認面上部の遺物包含層の存在から、縄文時代中期、またはそれ以前の所産と考

えられる。



第 ８号土坑 （第４４・４５図）

［位置］ Ｈ―５５・５６グリッドに位置 している。

［重複］ 重複は認 められない。

［平面形 ・規模］ 南北にやや長い楕円形を呈する。断面形状は、開口部直下で若干 くびれる

部分が認め られ るが、ほぼ円筒形で南側でやや内湾 している。

開口部では、長軸 ２０５ｃｍ、短軸 １８５ｃｍで、底面では、長軸 １９０ｃｍ、短軸 １８０ｃｍである。深 さ

は、約 １７０ｃｍである。

壁は、ほぼ、垂直であるが、壁面 に凹凸が認め られる。底面は平坦である。

［堆積土］ ２９層 に分層できた。 このほかに ５層のロームブロックの層が確認できた。黒褐色

土及び暗褐色土 を主体 としてお り、ローム粒及び炭化物粒 を全体 に混入 している。底面近 くの

第２２層中には焼土の混入が認められた。底面及び土坑中位の壁寄 りには、 ロームブロックが堆

積 している。人為的堆積の可能性が高い。

［出土遺物］ 土坑覆土中か らの縄文時代中期末の土器 （最花式期）が多 く出土 している。

［その他］ 底面近 くから出土 した炭化木片の年代測定では、４５５０± １１０（Ｂ．Ｐ．）年 との結果が

報告されている。（第Ⅳ章参照。）

出土遺物及び確認面上部 に遺物の包含層が形成されていたことか ら、本土坑の構築時期 は、

縄文時代中期 またはそれ以前 と考 えられる。

第 ９号土坑 （第４６～４８図）

［位置］ Ｈ ・Ｉ―５６グ リッドに位置する。

［重複］ 重複 は認められない。

［平面形 ・規模］ 南北に長い長楕円形を呈する。確認面上から大型の礫が数点出土している

ことか ら、後述す る配石遺構 に含まれるものかもしれない。

本土坑 は、全体に緩やかに傾斜する落込み状の くぼみで、壁 も明瞭に確認できなかった。開

口部では、長軸 ２０５ｃｍ、短軸 １６０ｃｍで、底面の最下部では、長軸９５ｃｍ、短軸８０ｃｍである。深 さ

は１０ｃｍで、中央の深い部分で約３０ｃｍである。

［堆積土］ ７層に分層できた。ロームを主体 とした堆積土で、上部は暗褐色土を主体 として

いる。全体に炭化物粒が混入 している。底面近 くは、粘性が非常に強い。

［出土遺物］ 第 １層上面 （確認面上）から、大型の礫 と、縄文時代中期後半の土器が数個体

出土している。また、覆土中からも土器片が出土 している。

［その他］ 確認面の礫の出土状態か ら、配石を伴 った遺構の可能性 も考 えられる。構築時期

は、出土遺物か ら縄文時代中期後半期 （最花式期）と考えられる。

－６８ －
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 第10号土坑 （第49～51図）

［位置］ Ｈ－47・48グリッドに位置する。

［重複］ 第５号住居跡と重複し、本土坑が新しいと考えるが、断定できない。

［平面形・規模］ 開口部及び底面とも円形を呈する。当初、住居跡の一部と考えたため、上

部の調査は詳細に行わなかった。このため、住居跡との関係は不明瞭な部分が多い。

 開口部では、直径約210cm、底面では、約250cmで西方向にやや長い。深さは、約 180cmで

ある。断面形状は、底面が開口部より広がるフラスコ状を呈する。壁面はやや粘性が認められ

る。底面は、壁際でやや湾曲するが、ほぼ平坦である。
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［堆積土］ 第５号住居跡の床面とほぼ同レベルからの確認であるが、18層に分層できた。ほ

とんどの層がローム主体の層で、褐色土及び炭化物粒が混入している。人為的堆積と考えられ

る。最上部の層は、住居跡の堆積土の一部とも考えられる。

［出土遺物］ 覆土上部から、縄文時代中期前半期（円筒上層ａ式）の土器が数個体出土して

いる。

［その他］ 出土した遺物は、本土坑が住居より新しい場合、上部に埋設したと考えられるが、

本土坑の廃絶後に、住居跡の堆積土中の土器の流れ込みや、埋め戻し時に混入した可能性も考

えられる。

 本土坑が古い場合には、住居跡に伴う遺物の堆積土中への沈下も考えられ、出土遺物が本遺

構へ伴うかどうかは、断定し得ない。しかし、遺構上部の包含層等の存在から、ほぼ土器の時

期と同時期の所産と考えたい。
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 ３ 屋外炉

 第１号屋外炉 （第52図）

 Ｇ－67グリッドに位置している。調査区域内では単独での検出である。石囲炉であり、配石

の確認時に周囲を同レベルで精査したが、住居跡の床面ほかの痕跡は検出できず、屋外炉とし

て取扱った。石組みは北側の一部が開放されているため、この部分の石材の抜き取り痕の確認

を行ったが、草木根による撹乱が著しく未検出に終わった。

 石組みは、ほぼ南北方向に長い楕円形で、長軸は約150cm、短軸80cmである。確認できた焼

土は、38×30cmの範囲で、厚さは最大15cmである。焼土は、炉底が焼化された状態ではなく、

焼土ブロックと褐色土の混合土的な様相を呈し、全体にしまりがなく、ボソボソしている。

 炉本体は、石組みよりやや大きめに地山を掘り込んでおり、暗褐色土とロームの混合土を埋

めて構築している。第１層（焼土層）及び第２層中から、骨片の可能性がある白色の微小な粒

子が検出されている。

 構築時期は、伴出遺物がないことから不明であるが、縄文時代の所産と考えられる。
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 ４ 埋設土器遺構 （第53図）

 Ｉ－73グリッドに位置し、第Ⅲ層下部で確認した。第Ⅳ層を掘り込んでいるものと考えられ

るが、明瞭な掘り方は確認できなかった。埋め土及び土器内の堆積土もローム主体の褐色土な

いしは黄褐色土で、炭化物粒を少量混入している。また、土器内部からの伴出遺物はなく、堆

積土自体もしまりが感じられない。土器は、第Ⅲ群第１類の円筒上層ａ式である。

 ５ 配石遺構

 今回の調査区内からは、７基の配石遺構が検出されている。この内の２基は下部に土坑を伴

うものである。また、第９号土坑として取扱ったものも、この２基と同様の性格を有していた

可能性が高い。

 また、第３～７号配石遺構は、それぞれがひとつの構成単位として、より大きな配石遺構を

構成している可能性も考えられる。また、これらは、急崖に隣接した斜面の上部に位置し、地

滑り等により、一部、石材の移動があったものと考えられる。

 第１号配石遺構 （第54図）

 Ｈ－54グリッドに位置する。第Ⅲ層下部で、円形に一巡する石組みとして確認した。20cmか

ら30cm程の18個の礫によって構成されており、石組みの直径は約160cmである。

 当初、大型の石囲炉の可能性が考えられたが、規模があまりに大きいことや焼土がまったく

検出されないことから、平地上に組まれた配石として、土層観察用のベルトのうち１本を撤去

し、精査を行った。この後、下部に掘り込みが確認され、土坑の存在が明確になった。

 配石下部の土坑は、東西にやや長い楕円形を呈し、開口部では、長軸210cm、短軸180cmで、

底面では、長軸120cm、短軸100cmである。深さは、配石面から約70cmである。壁は若干粘性

があり、しまりがある。断面形状はスリ鉢状を呈する。

 土坑内の堆積土は、混入物の量により、より細分は可能であったが、大きく９層に分層した。

ローム主体の褐色土を主体とし、全体に炭化物粒を混入している。上部の第４層中には、ごく

微量の焼土粒が混入している。また、下部の堆積土中には小礫の混入が目立つ。人為的堆積と

考えられる。
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 出土遺物は、遺構上面で土器片が数片出土したが、本遺構に伴う可能性は少ない。

 本遺構の構築時期は、伴出遺物がないことから不明であるが、上部の包含層との関係から、

縄文時代中期後半以前と考えられる。また、用途の面からは、土坑上部に配石を有することか

ら、土壙墓の可能性が高いと考えられる。
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 第２号配石遺構 （第55～56図）

 Ｈ・Ｉ－51・52グリッドに位置する。第Ⅲ層下部において弧状の配石を確認した。配石は５

個の礫が弧状に巡り、３個の小礫が直線状に並んでいたが、後者は、掘り方が検出されなかっ

たことから、移動した可能性が高い。推定できる直径は約150cm程である。

 配石下には、緩やかな傾斜を持つ土坑が確認された。壁は、北側が概ね確認できたものの南

側は不明瞭である。土坑の深さは、配石面から約50cmである。

 土坑内の堆積土は、９層に分層できた。暗褐色土を主体としておりローム及び炭化物が混入

している。底面直上はローム主体の層である。

 堆積土中から土器片及び円盤状土製品が１点出土している。

 本遺構の構築時期は、底面からの伴出遺物がないことから不明であるが、第１号配石遺構と

同時期の可能性が考えられ、縄文時代中期の可能性が高い。

 用途では、土壙墓の可能性は否定できないが、配石下部の土坑形状が不明瞭のため、断定し

得ない。
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第 ３号配石遺構 （第５８図）

Ｈ―４７・４８グリッドに位置する。２５個の礫の集合 として確認で きた。明瞭な配置構成 は不明

であ り、礫の多 くが移動 したもの と考 えられる。ただ、やや大型の礫の配置及び周囲の配石遺

構の状況か ら、他 と類似性のある配石遺構であった可能性がある。

下部 には土坑 などの下部施設 は存在 しなかった。 また、遺物 も出土 しなかった。このため、

構築時期及び用途は不明である。

第 ４号配石遺構 （第５８図）

Ｉ―４７・４８グリッドに位置する。１４個の礫が楕円形 に配置されているが、北西側が一部開放

されている。長軸約 １５０ｃｍ、短軸約 １００ｃｍである。

配石下部には土坑な どの下部施設は存在 しなかった。また、遺物 も出土しなかった。

構築 時期及び用途は不明である。

第 ５号配石遺構 （第５８図）

Ｉ―４７グリッドに位置す る。 ９個の礫が、略楕円形 に配置 されているが、北東側部分の礫が

移動した可能性が高い。長軸約 １６０ｃｍ、短軸９０ｃｍである。

配石下部 には土坑な どの下部施設は存在 しなかった。また、遺物 も出土しなかった。

構築時期及 び用途 は不明である。

第 ６号配石遺構 （第５８図）

Ｇ ・Ｈ―４６・４７グ リッドに位置する。３９個の礫が、長方形に配置 されている。長軸 ３００ｃｍ、

短軸 ２５０ｃｍの範囲として確認 した。 しか し、北東側 は大型の礫が明瞭 に鍵形を呈するが、他 は

小礫の散布 にすぎないため、本来の形状は、不明である。

北東部の鍵形部分 は、長 さ ２５０ｃｍである。

配石下部 には土坑な どの下部施設 は存在 しなかった。また、遺物 も出土しなかった。

構築時期及び用途 は不明である。

第 ７号配石遺構 （第５８図）

Ｈ ・Ｉ―４５・４６グ リッドに位置する。１１個の礫が、弧状または半円形 に配置されてお り、最

大長は ３１０ｃｍである。北側の ８個の礫で １単位が構成 されていた可能性 も考えられる。いずれ

にしても、多 くの礫が移動 し、本来の形状は推定できない。

配石下部 には土坑な どの下部施設は存在 しなかった。また、遺物 も出土 しなかった。

－ ８５－
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構築時期及び用途は不明である。

第 ３～ ７号配石遺構 は、伴出遺物がないことなどから、時期は不明 としたが、確認面上部に

遺物包含層 （一部撹乱を受 けている）が形成されていたことか ら、包含層の土器 （縄文時代中

期） とほぼ同時期で、さらにこの範囲では、最花式を主体 とした土器が多 く出土していること

から、中期後半期に構築 されたもの と考 えたい。

６ 溝 状 ピッ ト

第 １号溝状 ピッ ト （第５９図）

Ｈ ・Ｉ―６８・６９グリッドに位置 し、調査区内では単独での検出である。主軸は、ほぼ東西方

向で、斜面の傾斜に平行 している。開口部 は、長 さ ２８５ｃｍ、幅７５ｃｍで、底面では長 さ ２９０ｃｍ、

幅１８ｃｍである。深 さは１３０～１４０ｃｍである。堆積土は ７層に分層できたが、上部は、確認時に掘

りすぎたため不明である。暗褐色土 を主体 としており、全体にローム粒を混入 している。中位

の第 ２層は非常にかた くしまってお り、第 ４層は地山の再堆積 または崩落 と考えられる層であ

る。また、一部、炭化物粒が混入 している層 も確認されている。

堆積土の上面か らは、土器の小破片が出土 したが、本遺構 に伴 う可能性は考 えられない。ま

た、この部分 は、農道 として削平及び若干の盛 り土がなされていたため、本来存在 した と考 え

られる包含層が欠如 しているため、隣接する土坑群 と異な り、構築時期を推定できない。

また、溝状 ピッ トは、複数での検出例が多いことか ら、本遺跡においては、調査区南側の現

在の山林部分に展開 して構築 されている可能性が高い。

－８７ －
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第 ２節 遺構外出土遺物

遺構外から、土器 ・石器 ・土製品 ・石製品などの遺物が出土 している。出土遺物のほとんど

は縄文時代中期の土器片で、調査 区全体で段 ボール箱で約４００箱分出土 してお り、全遺物量の

８５％ を占めている。

遺物 は、調査区中央部の微高地からその斜面において、 もっ とも密集 して出土 してお り、遺

構の検出範囲 と重複 している。 このほかには南端部でごく少量の土器 ・石器が出土している。

調査区が、植林以前は畑地であったことから、削平及び盛土 によって遺物が移動 している部

分が多い。削平の及んでいない自然状態を保っている部分 も存在するが、近沢川に向かい傾斜

していることから、上部の崩落土を被 っている部分など、地点 ごとに堆積土の様相が異なり、

調査区全体の遺物出土状態 を層位的に把握することは困難であった。

１ 土器

出土遺物の大半を占めてお り、縄文時代 中期の土器が主体 となっている。

土器の分類 にあたっては、従来の土器編年に基づいて大別 し、個々の特徴 によって細分 した。

また、土器の出土量が多 く、胴部破片が多いことか ら、型式を特定 しやすい口縁部破片 を中心

に分類 ・整理 を行った。

分類基準 は以下のとお りである。

第Ⅰ 群 縄文時代前期の土器

第 Ⅱ群 縄文時代前期末、 または中期初頭の土器で、型式を特定 し得ないもの

第Ⅲ群 円筒上層式の土器

１類 円筒上層 ａ式 ４類 円筒上層 ｄ式

２類 円筒上層 ｂ式 ５類 円筒上層 ｅ式

３類 円筒上層 ｃ式 ６類 円筒上層式で型式を特定できないもの

第Ⅳ群 大木系の土器

１類 榎林式に相当するもの ３類 大木 ８・９・１０式に相当するもの

２類 最花式に相当するもの ４類 大木系で型式 を特定できない もの

第Ⅴ群 縄文時代後期の土器

第Ⅵ群 時期 ・型式を特定できないもの

第Ⅶ群 土器底部

－ ８９－



第Ⅰ群土器

第 ６号竪穴住居跡の覆土中から破片が出土しているが、遺構外か らは明瞭に本群 と特定でき

るものは認められなかった。ただし、胴部破片中にはごく少量存在 している可能性がある。

図示したものは２点であるが （第２４図― １・２）、他 にも胴部破片が数片見 られる。繊維混入

の土器である。

第Ⅱ群土器 （第６０～６２図 ・第１７図― １・２・第２４図― ３）

円筒下層式または円筒上層式の土器で、型式 を特定できないものを一括 した。

円筒下層ｄ式 または円筒上層ａ式に相当すると思われるが、過渡期的な要素が多 く特定 しき

れなかった。

口縁部は、 １を除き平口縁 を基本 としている。 口縁部の文様帯は、横位の撚糸圧痕を基本 と

し、 これに縦位 または斜位の短線圧痕 を施文 している。

１は口唇部の絡条体 による圧痕が、第Ⅲ群土器のように器内面側 まで及んでお らず、外面 に

向けて施文 されている。また、少量の繊維が混入 していることか ら本群 としたが、上層 ａ式に

包括される可能性が高い。

２は口唇部に刻み目状の撚糸圧痕がみられない もので、 ３・４は縦位の文様区画帯を有 しな

い ものである。 ３は胴部 との区画に短い隆帯 を貼 り付けているが、その下位にも短線圧痕 を施

文 している。 これら３点 も上層 ａ式 に包括されるものと考 えられる。

５は口縁部文様帯が大 きく突出しているもので、縦位 ２本の隆帯で区画帯 を構成 している。

口頸部文様は斜位の撚糸圧痕によるが、複節の原体 を使用 している。胴部 は木目状の撚糸文を

施文 している。他に類例 はないが、上層 ａ式の範疇で考えたい。

６は口縁部片で、胴部 との区画の隆帯の貼付けはみられない。また、上層 ａ式にみ られ る区

画代わ りの小 さな段差 もみ られない。 これらの特徴 と、胎土中に繊維が少量混入 していること

から本群 とした。

－ ９０ －
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第Ⅲ群土器

円筒上層式の土器 を本群土器 として一括 した。

１類 （第６３～７６図）

円筒上層 ａ式を一括 した。主に口頸部文様帯の特徴によ り数種にとりまとめた。このため、

図の掲載順は各土器の時期的な新旧とは一致 していない。

口頸部文様帯の施文 は、主に撚糸の圧痕よるもので、撚糸または絡条体による短線圧痕及び

隆帯の貼付 けによるものをこの類 とした。撚糸には０段多条の原体が多用されている。

口頸部文様帯

口縁部は、平口縁・波状 口縁の ２種がある。波状口縁は４個の波頭部 を持つ ものを基本 とし、

小突起 またはこれの大型化 した把手 を有する。

口縁部のほとんどは隆帯状 に肥厚 させており、波頭部からは、文様帯を ４分割する縦位の隆

帯 またはこれに変わる区画帯が意匠 されている。平口縁のもの も同様 に４分割 を基本 としてい

る。

胴部文様帯 との区画には、多 くは隆帯を一巡 させているが、俵状の短い隆帯 （以下、短隆帯

と仮称する）を貼 り付けているものもある。 また、隆帯 を持たないものは胴部文様帯 との境に

低い段差 を設けている。 この段差はほとんどの個体で胴部側が一段低 く作出されている。

文様の施文は、粘土紐の貼付けによる隆帯 と撚糸の圧痕を基本 としてお り、隆帯上 には絡条

体 の圧痕が施文 される。 これに前述の短隆帯及びボタン状の粘土の貼付けがみ られる。

７～１０は、口縁部が緩やかな波状 を呈 し、波頭部の突起はあまり突出していない。胴部 との

文様区画帯には隆帯 を一巡 させている。 また、 ４個の波頭部から、それぞれ一条の隆帯を垂下

させ、文様帯を ４分割 している類である。口唇部及び隆帯上には、撚糸 または絡条体 により連

続 した圧痕が施 されている。文様帯 は無文地 に横位の撚糸の圧痕が施され、 ８はこれらの圧痕

間に縦位の短線圧痕が施文 されている。１０は撚糸の圧痕に替わ り、細い棒状工具による刺突列

が施文 されている。

１１～１３は文様帯 を分割する縦位の隆帯を持たない類である。ただ、１１は平口縁であるが口縁

部に ４個の短隆帯 を貼付 け、１２・１３は口縁部に推定 ４個の突起 を作出してお り、ともに文様の

区画 を意図 している。

１４～１９は小波状 口縁で、波頭部 を広めに作出 し、区画帯の垂下する隆帯を２条貼 り付けてい

る類である。施文は基本的には横位 の撚糸圧痕 と縦位の短線圧痕によるもので、１４は横位の撚

糸圧痕を挟んで上下に矢羽根状の短線圧痕 を施文 している。１７も同様 に矢羽根状及び横位方向

の 「ハ」の字状の圧痕が施文 されている。１５・１８・１９は縦位の隆帯 を中心 として左右対称 に斜

位方向の撚糸圧痕が施文 されている。 また、１８には渦巻 き状の撚糸圧痕 もみられる。

－ ９４ －



２１～２５は縦位の隆帯の替わりに山形状 に撚糸圧痕を施文 し、底辺の中央部分 に渦巻 き状の撚

糸圧痕を施文 している。２３は渦巻き状の圧痕を施文 したボタン状の貼付けがみられる。区画帯

以外は横位及び短線の撚糸圧痕である。

２８は逆山形の撚糸圧痕により文様区画を行ってお り、口縁の突起のそれぞれ中央に縦位の隆

帯 を貼 り付 けている。

２９・３０・３２は横位の撚糸圧痕間の短線圧痕が、「ハ」の字状 または矢羽根状 になる類で、３０は

縦位の隆帯上の圧痕 も矢羽根状に施文されている。 また、渦巻 き状の圧痕 も縦位の区画帯に複

数個施文 される。 また、３４は交差 させた短線圧痕を施文 している。

２６・３１は横位圧痕に加 え、斜位 または弧状の撚糸圧痕が施文され、２８同様に、大きく４分割

された区画帯を、さらにそれぞれ ２分割を意図 した施文がなされている。

３３～６７はこれらの種々の撚糸圧痕に加え、縦位の隆帯にも種々の変化がみられるもので、隆

帯自体 も丸みを帯びた粘土紐を多用している。３９のように横位の撚糸圧痕に替わって隆帯 を貼

り付 けているもの もみられる。 また、４８・４９のような巻 き込んだ鼓状の意匠や、５０などのよう

な橋状把手の貼付けもみられる。

口縁部突起

口縁部は、前述のとお り平口縁 と波状 口縁 とがあり、後者が大部分を占める。基本的には小

波状 口縁の波頭部を他 より肥厚させるもので、波頭部の形状が山形及び双頭、または１４等のよ

うな幅広のものである。波頭部がより高 く作出されているものには、突起 または把手状 の意匠

が施 される。これ らには鰭状の もの、筒状のもの、円錐状の もの、俵状の ものなどがみられる。

胴部文様

基本的には原体の横 回転 による斜行縄文であるが、羽状縄文の施文 された もの及び結節によ

るループ文がみられ、羽状縄文の施文されたものが多い傾向がみ られる。また、１１他にみられ

る縦位方向のループ文が施文されたもの も数点みられる。 このほかには１４の ような絡条体によ

るもの。全体の施文は不明であるが、１７のような一部撚糸圧痕 によるものなどがみ られる。

その他

内面は、ほとんどの土器が、平滑でていねいな磨 きが施 されてお り、胎土の性質によるもの

か光沢が認められる。

６９・７０は本類 とは形状及び文様帯の構成 に差違が認められるが、粘土紐による隆帯がしっか

りしていることや撚糸圧痕だけの施文であることな どから本類 とした。

また、橋状把手を持つ６９も、橋状把手 を貼 り付 けた他の土器の存在か ら本類 とした。

－ ９５ －



－ 96 － － 97 －



－ 96 － － 97 －



－ 98 － － 99 －



－ 98 － － 99 －



－ 100 －



－ 100 － － 101 －



－ 102 － － 103 －



－ 102 － － 103 －



－ 104 － － 105 －



－ 104 － － 105 －



－ 106 － － 107 －



－ 106 － － 107 －



－ 108 － － 109 －



－ 108 － － 109 －



－ 110 － － 111 －



－ 110 － － 111 －

 ２類 （第77～79図）

 円筒上層ｂ式を一括した。

 主たる文様構成は１類と大きな差違はないが、馬蹄形の撚糸圧痕が施文されたものをこの類

とした。

 口頸部文様帯は、１類と同様に粘土紐の貼付けによる隆帯、及び撚糸圧痕による文様施文で

ある。72はやや長めの馬蹄形の撚糸圧痕と、短線圧痕の両者がみられ、73は短線圧痕の比率が

高い。74は「ハ」の字状の短線圧痕と併用されている。75・76・78は横位の撚糸圧痕の間に馬

蹄形の撚糸圧痕が細かく充填されており、他は概ね間隔が広めに施文されている。

 87は口縁部直下に鋸歯状に蛇行する隆帯を貼り付けており、１類の69・70などと同様に、他

の個体とは文様構成を異にしているが、施文技法により本類とした。隆帯の特徴などは３類に

近いものである。

 本類は出土点数が少なく、全体形を知り得る資料も少ないため、胴部文様及び内面調整など

に多く言及できないが、概ね１類とに差違はないようである。胎土・焼成もほぼ同様である。

ただ、77などにみられるように、突起が大きく延びるものや、82のような口頸部文様帯が広く

なるものが認められる。
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　 ３類　　（第８０～８３図）

　 円筒上層 ｃ式を一括した。

　文様構成 は、例外があるものの、 １・２類 における横位の撚糸圧痕が、細身の隆帯に替わ り、

短線圧痕 または馬蹄形の撚糸圧痕が刺突に替わっている。隆帯上の圧痕 は、 １・２類 と同様で

ある。ただ、隆帯上にこの圧痕を省略するものもある。隆帯は細身の雑な貼付けが多 く、幅 ・

断面など一定 していない ものが多い。 また、口縁部直下 に蛇行する鋸歯状の隆帯の貼付けがみ

られるものも多い。

　突起は、幅広の弁状突起が大半を占め、突起上方に楕円形の隆帯や同様の貫通孔をもつ もの

がみられる。 また、胴部上半 まで口頸部文様帯が下がって来る傾向がみられる。

　胴部の文様 は、縄文施文のものがほとん どで、 １・２類 と大差 はない。ただ、ループ文は認

められないようである。

　 ４類 　　（第８４図）

　円筒上層 ｄ式を一括 した。

　細い隆帯を主文様構成 とするもので、縄文を地文 とするものと、無文地 に隆帯を貼 りつける

ものとがみられる。口縁部には蛇行す る隆帯が貼 り付けられる。 １１５・１１７～１１９は胸骨文であ

る。 １１４は円竹管による連続刺突がみられる。 また、文様帯は胴部中位 まで及んでいる。

　 ５類　　（第８５図― １２０・１２１・第８７図―１２２）

　円筒上層 ｅ式を一括 したが、本類 としたものは ３点 と非常に少量である。

　口縁部直下 まで、地文の縄文が施文されており、隆帯上 には絡条体 によるもの と考 えられる

圧痕が施文されている。　 １２２は隆帯によって菱形に区画 された突起部分の破片で、内面にも三

角形の隆帯がみられる。

　 ６類　　（第８５図― １２３～第８７図）

　円筒上層式 と考 えられるが、型式を特定できないものを一括した。

　１２３はｂ式、１２４はｃ・ｄ式 と考えられるが特定できない。１２９は絡条体 による胴部から底部の

破片であるが、胎土中には繊維の混入 は認め られない。 ａ式の範疇にはいる可能性が高い。

１３０～１３５・１３７～１４１は縄文だけが施文されたものである。多 くは羽状縄文を施文 しているが、

１３５は縦走する縄文が施文された特殊な例である。１３６は透かし入 りの台部の破片である。

－ １１５－
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　第Ⅳ群土器

　円筒上層式以降の大木系の土器を本群 として一括 した。出土量は円筒上層式土器に次 ぐが、

特徴の少ない破片が多 く、型式を特定し得るものは円筒土器よりも少ない。

　 １類　　（第８８～９９図）

　榎林式に相当するものを本類 とした。明瞭に文様構成 を確認できた もの以外、特に胴部破片

は、 ２類以降の ものとも類似点が多いため区別できなかった。

　器形は、深鉢形を基本 としている。キャ リパー形 を主体 としているが、口縁部直下で くびれ

ずに直線的なものや、内湾するものなどが存在する。 口縁部は緩やかな波状 を呈 し、 ２～ ４個

の山形の突起 を持つ。中型以上のものは口縁部が肥厚 し、山形突起には円形、または渦巻き文

を施文している。 また、これ らは肉厚の沈線 を口縁部 に一巡させている。

　小型の ものは薄手の作 りで、口縁部もあまり肥厚 していない。 また、折 り返 し口縁のものが

多 くみられる。 この類の多 くは口縁部が無文帯 となってお り、折 り返 し部分から下位に縄文が

施文 されているが、口唇部 まで縄文施文のもの もみられる。折 り返 し口縁以外の平常 に立ち上

がる口縁部のものは、概ね口縁部直下まで縄文が施文 されている。

　文様構成は、口縁部の無文帯 と縄文施文の後に、沈線及び刺突が施文 される。沈線 は弧状 ま

たは渦巻き文 とこれ らを連結する曲線を主体 としている。

　口縁部の文様帯は、概 して狭いものであるが、小型の１４６～１４８は広めに構成されてお り、胴

部 との区画文様以外は無文である。口縁部 との区画には １条ないし数条の横位沈線 を巡 らして

いるものがみられる。 また、刺突列及び刺突 と沈線 との併用がなされているものもある。

　刺突は、円竹管や棒状の工具によるもので、押 し引き気味に施文された短沈線状の ものも多

い ｏ

　地文 となる縄文は、やや太めの原体による横位回転の斜行縄文が主体 を占めるが、１４４等のよ

うな横走縄文や、１６８・１６９等にみられるような縦走縄文 も施文され る。 また、１７０・１７２のよう

な擦痕によるものもみられる。

　胎土は概ね吟味 されているが、砂粒の混入が多 く、色調は全体に黒 っぽいものが多い傾向が

みられる。焼成は良好で、内面の調整 も良好である。

－ １２６ －



－ 126 － － 127 －



－ 128 － － 129 －



－ 128 － － 129 －



－ 130 － － 131 －



－ 130 － － 131 －



－ 132 － － 133 －



－ 132 － － 133 －



－ 134 － － 135 －



－ 134 － － 135 －



－ 136 － － 137 －



－ 136 － － 137 －



－ 138 － － 139 －



－ 138 － － 139 －



　 ２類　　（第１００～１１５図）

　最花式に相当するものを本類 とした。

　器形 は、深鉢形、広口の壺形のものを基本 とする。深鉢形は、口縁部近 くで内湾す るものが

多いが、口縁部直下 まで縄文が施文 されているものは、屈曲度が少ない傾向がみ られる。広口

の壺形 としたものは、屈曲部から口縁部 までの間隔が広いもので、胴部の中央部付近 に最大幅

を持つ ものである。口縁部は折 り返し状の口縁が少量み られる。また、 １類にみられたような

肥厚するものは少な く、折 り返 し状の口縁の ものにみ られるだけで、ほ とんどのもは口唇部へ

向け先細 りとなっている。口縁部の形状 は、平口縁 と緩い波状 口縁 とがあり、 ２１１などのよう

に山形突起に環状の貼付 けがみられるものもある。

　文様は、地文の縄文に、沈線を主体 として施文し、 これに刺突 を付加 している。

　沈線による文様 は、主に垂下す る数種の文様パターンのものである。刺突 は、主に口縁部 と

の区画 に多用される。

　文様構成では、口縁部に無文帯 を持つものが多 く、広口の壺形 としたものは、屈曲部の上部

がほとんど無文 となっている。 ２０１は無文の口縁直下に刺突による垂下文が施文 される特殊な

例である。 この無文帯 との区画 に太めの円竹管 または棒状工具による刺突列が巡 る。刺突列 は

主に１列であるが、１９４・１９５・２３０・２３１な どのように２列の刺突列 を施文するものもある。前

二者は非常 に細かい刺突具による施文である。この区画 は２０２のように沈線のみで巡るものは非

常に少ないようである。この部位の横位沈線の多 くは、２０６のように胴部文様 を６～ ８等分 に区

画する垂下文様の一部である。

　 沈線 による胴蔀文様は、１９３のような弧状の曲線文 と垂下文 との組合せや、 １９４のような ２種

の垂下文の組合せによるものは少な く、単一の文様の繰 り返 しが多いようである。

　 ２０２や ２０３などは沈線文 に沿って刺突文 を付加 しているものである。

　 地文の縄文 は、やや太めの原体を多用 しているが、２２２などのように細 目の原体を使用 したも

のも少量ある。縄文の施文は、横位回転 を基本 としているが、横走及び縦走気味の ものも多 く

みられる。 また、２３９・２４８のように縦位の擦痕によるものもみられ、これ らは折 り返 し口縁の

ものにみられるようである。沈線文などは施文 されていないようである。

　 胎土には、砂粒 を混入 してお り、全体 に焼成 は良好である。

－ １４０ －



－ 140 － － 141 －



－ 142 － － 143 －



－ 142 － － 143 －



－ 144 － － 145 －



－ 144 － － 145 －



－ 146 － － 147 －



－ 146 － － 147 －



－ 148 － － 149 －



－ 148 － － 149 －



－ 150 － － 151 －



－ 150 － － 151 －



－ 152 － － 153 －



－ 152 － － 153 －



－ 154 － － 155 －



－ 154 － － 155 －



－ 156 － － 157 －



－ 156 － － 157 －



－ 158 － － 159 －



　 ３類　　（第１１６～１１８図）

　大木 ８ｂ式 ・９式 ・１０式 に相 当するものを本類 として一括 した。

　２６３～２６７は大木 ８ｂ式に比定されるものである。２６３は大型の注口土器で、底部を欠失してい

る。口縁 は平口縁で大き く内湾 し、文様は隆沈線文 と縄文によって構成 されているが、屈曲部

の上部 は縄文は施文されていない。また、注 口部 と対象位置 に橋状把手 を設け、両側中央部に

渦巻 き状の把手 を作出 している。胎土 ・焼成 とも良好である。 ２６４は把手状の貼付 けを設けた

胴部破片で、横位 に貫通孔がみられ、釣 り手土器の可能性 も考えられる。２６５～２６７は隆沈線文

の文様構成による破片である。 この類は、 １・２類 に比べ、色調的に明るい傾向がみ られる。

　２６８・２６９・２７３は大木 ９式 に比定されるもので、 ともに口縁部が大 きく内湾する器形である。

２６８は、ほぼ縦走する縄文地 に沈線による文様施文がなされている。２６９は口縁部が無文で、こ

の直下に太めの沈線が一巡する。胴部 も幅広の沈線文が施文 されている。２７３も同様に縄文地に

沈線 による文様が施文 されている。 このほかに２７４・２７５の ２点が同型式の可能性が考えられる。

これ らは胎土 ・焼成 とも良好である。

　２７０～２７２・２７６～２８３は大木１０式 と考 えられ るもので、 ２７０は ３個の鰭状突起を持つ鉢型土器

で ある。口唇部の山形突起の間に幅広の沈線が施文されている。２７２は長楕円の隆帯が貼 り付 け

られ、上下方向に貫通孔が作出されている。 ２７６以下は無文 を基本 とした土器で、大き く突出

した隆帯 と橋状把手を有するものである。２６７・２６８は朱彩の痕跡が残 っており、甕棺の可能性

が考 えられる。 ２８２は形状不明の ものである。 ２８３は湾曲したボタン状の突起部分の破片であ

る。

　 ４類　　（第１１９・１２０図）

　大木系土器の胴部片で、型式 を特定できないものを一括 した。

　 地文の縄文 は、横走 ・縦走など種々あ り、沈線文がみられるものは １・２類の破片 と考えら

れるものである。

－１５９－



－ 160 － － 161 －



－ 160 － － 161 －



－ 162 － － 163 －



－ 162 － － 163 －



－ 164 － － 165 －



－ 164 － － 165 －

 第Ｖ群土器 （第121図）

 縄文時代後期の土器を一括した。

 １点を除き、甕棺土器の破片と考えられる。297が一部に縄文施文の痕跡が認められるだけ

で、他はすべて無文である。大きく突出した隆帯と、これをつなぐ橋状把手からなり、器面全

体にていねいな磨きがなされている。十腰内Ⅰ式に比定されるものと考えられる。298は無文

地に沈線が施文されているもので、これも同型式と考えられる。



－ 166 － － 167 －



－ 166 － － 167 －

 第Ⅵ群土器 （第122図）

 縄文時代の土器で、時期及び型式を特定できない小型土器を一括した。

 302～304は小型のミニュチュア土器で、全面に縄文が施文されている。305～307は台部の破

片で、305は無文、他の２点は縄文が施文されている。308は厚手の無文の土器である。筒状の

台が作出されており、外面に小規模のつまみ出しによると考えられる隆帯が巡っている。

 第Ⅶ群土器 （第123・124図）

 土器の底部資料で、底外面に文様のあるものを一括した。大型で肉厚のものは、概ね円筒式

土器のものと考えられる。

 網代の痕跡のものが多い傾向があるが、317・319などのような板目？状の圧痕のあるものや、

木葉痕、縄目の圧痕のものなどがみられる。325は縄を渦巻き状に巻いたと考えられる圧痕がみ

られる特殊なものである。



－ 168 － － 169 －



－ 168 － － 169 －



－ 170 － － 171 －



　 ２　 石 器

　石器は、剥片素材及び礫素材の ものをあわせて、段ボール箱で約６０箱分が出土 している。

　出土地点は、概ね土器の出土範囲 と合致 してお り、 この範囲内で出土 した石器 も同時期のも

のと考えられる。ただ、土器 自体 の出土状態が層位的に捉えられなかったことか ら、石器にお

いても、 どの土器型式に伴 うものかは断定し得ない。

　 また、９０ラインから西側については、主に縄文時代後期の土器が出土 していることから、 こ

の範囲か ら出土 した石器は、同時期のもの と考 えられ る。

　石器の分類 は、主 に器種によって大別 し、各特徴によって細分 した。

　石鏃　 （第１２５～１４１図）

　約３５０点出土 した。遺構外出土は約３４０点で、定形石器では最 も出土量の多い器種である。分

類は、主に茎部の有無 により大別 し、基部 の形状 によって細分 したが、約３０点ほどは基部形状

が不明のため分類不能である。ただ し基部形状でも明確 に分類できないものも多 く、これらは

特徴の強い方をもって細分 した。

　 １～ ４は無茎平基 とした もので、出土点数の非常 に少ない類である。３はやや円基風である。

　 ５～ ７の ３点は、無茎凹基の中で も基部 の抉 りがごく浅い ものである。 ５は非常に薄手の大

型のものである。 ８～１１は抉 りがやや湾曲するもので、１２・１３・１６はほぼ正三角形の抉 りの浅

いものである。１７～２２は抉 りが弧状に作出されてお り、２３～３７は浅めの直線的な抉 りである。

このうちの３０～３３は基端寄 りの縁辺がやや膨 らみを帯びている。

　３８～４６は抉 りが深 く作出された もので、鋭角な直線的なものが多い。

　４９～７３は有茎平基 とした ものであるが、茎の両側が水平 に作出されているものは非常 に少な

く、ほとんどが片方が浅 い凹基 または凸基の ものである。 これ らはやや長身のものが多 く、幅

広のものは５２の １点である。

　７４～７８は有茎凹基 とした もので、無茎平基 と同様 にご く少量の出土である。

　８０～２６８は有茎凸基の類で、石鏃の大部分 をしめる。

　８０～８８は、平基に近いもので、器端 （側縁端） は鋭利に作出されている。９０～９３は器端がや

や突出気味に作出されている。９４～１２４は本類の基本的な形状のもので、側縁は概ね直線的で器

端 も角張っている。１２５～１３９は側縁がやや丸みを帯びてお り、基部 も両側の形状が異なるもの

が多い。１４０～１５４は器端 に丸みがみ られ るもので、側縁 も器部寄 りが曲線的である。

　１５５～１６８は器体の最大幅が基部か ら器体中央寄 りにあるもので、長めのものは基部寄 りの両

側縁が直線的に平行 し、短めのものは丸みが強 く菱形に近い形状である。

－ １７１－



　１６９～１７７は器体がほぼ菱形のもので、尖基の鏃に形状が近い。茎の根元 を細身に作出してい

ることか ら有茎鏃 とした。

　１７８～２２６は全体に細身の類で、器端が丸みを帯びているものが多い。一部左右非対称の もの

もみられる。２２７～２４８は、左右非対称のもので、両側縁の調整が大きく異なっているものが多

い。特に、片側縁をスクレーパー状に弧状 に作出したものが多い。

　２４９～２６８も左右の調整が異なるもので、２５８・２５９などは不定形石器のスクレーパー類 として

の分類 も可能なものである。２６９～２８７は有茎鏃中でも類似 した ものがないものと基部の不明瞭

な類 である。

　２８８～３０６は尖基 または円基の ものである。概ね器体 は、柳葉形または菱形状であるが、２９６・

２９７のように尖頭部近 くに最大径 をもつものもみられる。

　３０７～３２７は石鏃 としたものの、断定できないものを一括した。３０７～３１０は部分的な剥離によ

る調整だけで、形状 は似ているものの、石鏃 としての完成品であるかは不明である。他の器体

も欠損品か他の器種か不明のものである。

　 また、本類 とした ものの中でも、尖頭部の厚手のものなどには、錐的用法 も考 えられるもの

が数点ある。

　形状以外の特徴では、器体にアスファル トの付着がみられるものが多 く、遺構内外あわせて

３２点が出土 している。着柄 の痕跡 と考えられ、無茎鏃では器体先端近 くまでに、有茎鏃では主

に茎部に付着が認められる。

　出土範囲では、土器の出土地点 とほぼ重複す るが、第 ５・６号住居跡の範囲内か ら、遺構確

認前に多量の石鏃が出土している。特にＨ―４８グ リッドからは１８点出土している。

　素材 となった石材は、ほ とんどが珪質頁岩で、これに玉髄 と玉髄質珪質頁岩が加わる。また、

ごく少量ではあるが硬質の流紋岩及び緑色細粒凝灰岩が使われている。

　遺構外出土の ものでの比率では、珪質頁岩７４％、玉髄質珪質頁岩１８％、玉髄 ６％である。た

だ前二者は、珪素の多寡による分類であ り、素材 としては同列 と考 えられる。

－ １７２－



－ 172 － － 173 －



－ 174 － － 175 －
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－ 176 － － 177 －
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－ 178 － － 179 －
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－ 180 － － 181 －
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－ 184 － － 185 －
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－ 190 － － 191 －
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－ 192 － － 193 －



－ 192 － － 193 －
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　石槍　　（第１４２・１４３図）

　１８点出土 してお り、ほとんどが完形品である。

　 １・２は有茎のもので、 １は茎部がやや長めに、 ２は石匙のつまみ状に作出されている。 と

もに薄手で尖端部に向けて鋭利 な作 りである。

　 ３は銛先状の形状の もので、器体自体が湾曲している。主に側縁 に多 くの調整が加えられて

お り、中央部に緩やかなかえしを有 し、 この部分か ら下位が茎部 として機能 していたもの と考

えられる。

　 ４は明確な茎部 を作出 していないが、基端は丸 く調整されている。尖端部 にくびれがみられ、

破損後の再調整の可能性が考 えられる。また、錐への転用の可能性 もある。

　 ５・６は長楕円形の器体で、 ５は細部調整がなされているが、 ６は細部調整が粗雑で未製品

の可能性 も考えられる。

　 ７～１７は楕円形を基調 とした器体で、この内の ７・９・１５には側縁及び尖端部の調整がなさ

れているが、他は未製品の可能性 も考 えられるものである。また、７は片面の尖端部にアスファ

－ １９７－



ル トと考えられる付着物が認められる。

　１８は平面形が長めの五角形で肉厚の器体である。

　１９は幅広の器体で、片面の中央部に自然面を残 している。概ね丁寧な作 りで、尖端部は薄 く

調整されている。折損部寄 りにごく小規模なかえしがみられることから、 ３にみられるような

茎部を欠失したもの と考 えられる。

　 これらの中で、細部調整がなされていないものについては、他の器種の可能性 も考えられ る。

また、 ９などはスクレーパーの類にも分類可能である。

　石槍の出土地点は、 Ｅ―２９・Ｈ―４６・Ｈ―４８グリッドを中心 とした ３ブロックに集中する傾

向が認められる。特に第 ５・６号住居跡に重複するＨ―４６・４８グ リッド付近か らは１１点が出土

している。

　使用した石材は、１９の頁岩 １点を除 けば、他はすべて珪質頁岩であ り、素材の選定が行われ

ていた ものと考えられる。

　 時期的には、伴出土器か ら縄文時代中期 と考 えられる。

　 石錐　　（第１４４図）

　 ２０点出土 した。概ね剥片その ものを利用 し、錐部を作出した ものである。

　 １～ ３はつ まみ部 と錐部 とが明瞭に区別できるものである。 いずれも先端部を欠失 してい

る。 これらはつまみ部分 も整形が軽易である。

　 ４～１３は器形が逆三角形 もので、 ９・１１が両面 ともに器体整形がなされていることを除いて、

他は主に錐部だけを作出しているものである。

　 １４～１６・１８・１９は石鏃の可能性 も考 えられるもので、特 に１５はその最たるものであるが、錐

部 とした部分の調整か ら本類 とした。これ らは器体そのものの整形 も行われている。１８は錐部

のみの残存品かもしれない。２０は錐部のみを調整した極小の錐である。

　 使用した石材 は、概ね珪質頁岩である。

－ １９８－



－ 198 － － 199 －



－ 200 －



－ 200 － － 201 －



－ 202 － － 203 －



　石匙　　（第１４５・１４６図）

　１５点出土 している。概ね縦長の剥片 を素材 としており、器面 を調整 しているものと剥片の縁

辺 に刃部を作出 しただけのもの とがある。

　 １・２・４は刃部先端を鋭利 に作出しているもので、両面 とも器体整形が行われている。つ

まみ部分は、 １・２は簡単な くびれ を作出 した程度である。

　 ３は両面 を加工 しているが、明瞭な刃部調整がなされておらず、つまみも棒状である。未製

品の可能性が高い。

　 ５は両面 とも丁寧な調整がなされているが、刃部先端 を欠失 している。

　 ７・８・１０は主に片面を調整 しているもので、刃部先端 は丸 く作出されている。つまみの作

出法 もご く軽便で、抉 りも浅い ものである。１１はつ まみを両面から加工 しているものの、刃部

の調整はまった く行われていない。剥片の側縁 をそのまま使用 した と考えられ、連続 した刃 こ

ぼれが観察 される。完成品かどうかは不明である。

　１２は縁辺部だけを片面から刃部調整 した もので、縁辺全域にわたっている。１３・１４は欠損品

と考 えられるもので、 ともに刃部調整 は片面から行われている。

　１５は横型の石匙で、両面 ともに器体加工が行われている。刃部 も両面から調整されている。

　使用 した石材は、珪質頁岩を主体 としているが、 ３は硬質の流紋岩を素材 としている。

　器面の調整は、刃部先端 を鋭利 に作出しているものが、両面に行われているのに対 し、刃部

先端を丸 く作出しているものは、主に片面か らの加工である。また、後者は縁辺部だけの調整

が主である。 この差は時期的なものか、刃部 の機能 に由来するものかは、出土状態か らは把握

で きなかった。

　石箆　　（第１４７・１４８図）

　２４点出土 している。ほとんどが完形品である。

　 １は大型のバチ型で、刃部 はやや偏 った円刃である。 ２・３は小型のバチ型で、刃部 は２が

平刃、 ３が円刃である。 ４ ・５は小型の器体で， ４は片面か らの調整である。

　 ６～ ９・２１は湾曲度 の弱い円刃で、平刃に近い刃部形状である。１０～１３は刃部の一方がやや

上が り気味の偏刃であるが、大きく偏 っているのは小型の１０の １点だけである。

　１５・１６・２２は円刃で湾曲度が高いものである。

　１７～２０・２３・２４は刃部形状が明瞭でないもので、一部欠損、 または未製品の可能性がある。

また、２１～２４は側縁 を刃部 としたスクレーパーの可能性 も考えられる。

　ほ とんどの器体は、両面からの整形及び刃部調整を行 っているが、数点は主に片面からの整

形である。

－ ２０３ －



　刃部角では、最小２１度、最大７６度で、３３度 ・５０～５７度 ・６４度に集中する傾向がみ られ る。器

体の大小や刃部形状 などによる片寄 りの傾向は認められなかった。

　素材 としては、主に珪質頁岩を使用している。

　両極技法による剥片　　（第１４９・１５０図）

　本類 とした ものは、すべてを石器 として断定できるものではないが、不定形の石器中におい

てもっとも出土量が多いものである。およそ１，５００点が出土 したが、総点数を把握するには至ら

なかった。

　出土点数が多いことか ら、代表的な数タイプを図示することにする。

　 １・２は、いわゆる楔型石器であ り、両端ないし４箇所か ら加撃 を行い、大まかな器体 の調

整 を行っている。

　 ３～１４は、両極打法によるもので、 ３・５などは表皮 を剥離 した素材の中心部分のものであ

る。 ８・１２・１３などは片面に表皮 を残す ものであり、本種が もっとも出土量が多い。 これ らは

８のように剥離が一方からの打撃によるようなものが多 く認められるが、基本的には両極から

の打撃 によるもの と考えられる。 この種には一方からの打撃が より強 く、先端が潰れているも

のが多 く見 られるが、一次的な加撃 による潰れか、使用時によるものかは不明である。

　 出土点数が多いことから、無作為 に約６００点を抽出 し、調査区内の出土傾向を第１５０図に図示

してみた。出土地点は、他の遺物の出土箇所 とほぼ重な り、数ブロックに密になる傾向は認め

られるものの、特 に密集する部分 は確認されなかった。また、他の遺物の出土量が多い部分に

おいても、本類 も同様に出土量が多い傾向を示 している。

　時期的な面か らは、土器 と同様 に、層位的に出土状態 を把握で きなかった。ただ、 これら各

時期 の土器 と混在 して出土 したことから、縄文時代中期 を通 じて普遍的に使用された可能性が

高い。ただし、ある時期に圧倒的に多量に使用された可能性 も払拭 しきれない。

　使用 した石材は、珪質頁岩の小転石で、遺跡下を蛇行する近沢川の川底に多 く存在する。容

易に入手可能なことか ら多用した可能性が考 えられる。

－ ２０４－



－ 204 － － 205 －



－ 206 － － 207 －



－ 206 － － 207 －



－ 208 － － 209 －



－ 208 － － 209 －



－ 210 － － 211 －



－ 210 － － 211 －



－ 212 － － 213 －

 異形石器 （第151図）

 本類としたものは５点である。形状の異質なものを一括した。

 １は独鈷石様の形状をする小型の石器で、両端部には石鏃に類似した調整を行っている。ま

た、両側縁には左右対称に２箇所づつの浅い抉りを作出している。石鏃の可能性も考えられた

が、本類とした。鉄石英を素材としている。

 ２は弧状を呈する器体で、背の部分に小突起を作出している。突起部分は根元で折損してい

る。側縁は、概ね鋭角に調整されており、刃部形状からスクレーパーの類とも考えられる。

 ３は弧状の器体であり、内湾部には鋭利な刃部調整がなされている。両端部は石鏃等と同様

な調整がなされている。背の部分は直線的で平坦に加工され、細かな調整は行われていない。

４・５は緩やかな弧状を呈する器体で、ともに肉厚である。４の先端は石槍ともとれる調整が

なされており、全体に丁寧な作りである。背の部分の一部を平坦に剥離している。５は器面調

整がやや粗雑である。側縁のほぼ左右対称な位置に、おのおの平坦な面を作出している。４・

５にみられる側縁の剥離は、ナイフ的用法における把握のための器体調整の可能性も考えられ

る。



－ 212 － － 213 －

 不定形石器 （第152～162図）

 石器の中で両極剥片についで出土量の多いもので、約500点出土している。これらは、器面

全体を加工しているものと、剥片の縁辺部に刃部を作出しているだけのものとに大別される。

また、剥片をそのまま使用したものが認められ，この種が圧倒的に多い。

 出土量が多いことから、特徴のあるものを選別して図化した。

 Ⅰ類 器面全体を調整しているものを本類とした。多くはスクレーパーの類である。これら

は、刃部の位置及び調整から９種に細分した。

 ａ種：定形石器の欠損品と考えられるもの。ｂ種：主に横型剥片を素材としたもの。ｃ種：

片側縁に主要な刃部をもつもの。ｄ種：両側縁に刃部をもつもの。ｅ種：端部に刃部をもつも

の。ｆ種：周縁全体を刃部とするもの。ｇ種：器体の整形途中と考えられるもの。ｈ種：ｇ種

の欠損と考えられるもの。ｉ種：刃部調整に至っていないもの。

 ａ種とした１・２・５は石匙、３は石錐、４は石箆の欠損品の可能性がある。ｂ種の６～８

は、小型の横型剥片を素材としており、６・８は表皮を残している。ｃ種の９～17は、主に片



側縁に刃部調整を施 してるもので、 ９・１２・１４等は尖頭器の可能性 も考えられるものである。

ｄ種の１８・１９は、小型長方形のほぼ類似 した形状 を持つもので、不定形石器中においては、定

形化がみられる器種である。 ｅ種は、今回の出土資料中では、典型的なものは認められなかっ

た。 ｆ種の２４は、器面調整 はほとんど認められないが、器面の高 まりを剥離 によって減 らして

いることか ら本類 とした。 ｇ・ｈ種 は器面の一部または全体を加工 しているもので、器体整形

時に破損したと思われ るものである。２５～２８・３５～３８は何 らかの定形石器の加工途中の可能性

が高い ものである。ただ、刃部調整が雑なことを除けばスクレーパーとして も充分機能するも

のである。 ｉ種は、大 まかな器体の剥離 を行 っているもので、細かな調整が行われていない。

４５は石核の可能性 も考 えられる。

　 Ⅱ類　剥片をほぼそのまま素材 としたもので、お もに刃部の調整だけの ものを、 この類 とし

た。機能 としては Ⅰ類 と同様にスクレーパーである。

　刃部調整の部位によって ９種 に細分 した。

　 ａ種 ：両側縁の全部。 ｂ種 ：片側縁全部 と他方の一部。　ｃ種 ：片側縁全部。　ｄ種 ：両側縁 と

端部。 ｅ種 ：片側縁 と端部。　ｆ種 ：端部。 ｇ種 ：両側縁の一部。　ｈ種 ：片側縁の一部。　ｉ種 ：

その他。

　本類は主に刃部調整を行った ものとしたが、刃部調整 は、ご く軽便な小剥離が連続するもの

と、器面の中央部 まで及ぶていねいな ものとがみ られ、特に後者 には、器体が小型のものなど

は、一部器体を調整しているようなものも含 まれる。

　 Ⅲ類　横長剥片を素材 とした もので、出土点数は非常に少ない。肉厚の大型のものが多い。

　Ⅳ類 特に意図的な刃部調整は行 っていない もので、連続 した刃 こぼれが認められるもので

ある。素材は剥片そのものを使用しているものが多い傾向がみられ る。

　 Ⅴ類　連続 した微小な剥離が認 められるものであるが、意図的な刃部調整の剥離か使用によ

る刃こぼれかを特定できなかった ものである。

　Ⅵ 類　部分的な刃こぼれが認め られるもので、不定形石器中、 もっとも多い種類である。

　 不定形石器の出土地点は、他の遺物同様に調査区全体に及んでお り、特に密集する傾向は認

め られなかった。

　 使用 した石材は、珪質頁岩が もっとも多 く、玉髄質珪質頁岩が これに続 く。また素材 として

は、小型の もので表皮の残存するものが多 くみられ、両極剥片 と共通点が多い。 これらはこの

技法によって採取 された剥片を素材 にしているものと考えられる。

－ ２１４－



－ 214 － － 215 －



－ 216 － － 217 －



－ 216 － － 217 －



－ 218 － － 219 －



－ 218 － － 219 －



－ 220 － － 221 －



－ 220 － － 221 －



－ 222 － － 223 －



－ 222 － － 223 －



－ 224 － － 225 －



－ 224 － － 225 －



－ 226 － － 227 －



－ 226 － － 227 －



－ 228 － － 229 －



　 石斧　　（第１６３～１６７図）

　 ５１点出土 した。完形品が１２点、欠損品が３９点 と破損率が高い。欠損品では基部片が刃部片の

約 ２倍出土 している。

　 すべて磨製石斧である。

　 刃部形状からみると、すべて両刃で、 ２・１２がやや片刃気味である。 １～ ９は円刃で、 ８は

やや偏刃気味である。１０～１５は平刃の類である。１６～２７は偏刃の類で、特に１７～１９・２５～２７は

大 きく片寄っている。

　２８～４８は基部の破片である。定角式のものが多 く、概ね肉厚であり、小型のものは少ない。

　整形 は、粗割 りまたは擦切 り後に、潰 し整形及び研磨 を行 うが、全面研磨まで至 っていない

ものもある。粗割 り段階の剥離痕や敲打痕の残存 しているものも多い。緑色細粒凝灰岩製のも

のや小型の ものは擦切技法によるものが多い。

　側縁は、概ね平滑に整形 されてお り、頭部 も整形されているものが多い。ただ、１９などのよ

うに、素材 自体の形状が石斧状の ものは、ご く軽便な整形だけで自然面を多 く残 している。

　折損部位は、多 くは着柄部分 と考 えられる。大型の器体 は、平面上で横方向及びやや斜めに

折損 してお り、斜めの場合 も緩い角度である。小型のものは大 きく斜めに折損しているものが

多いようである。側面上では、２６・３７のように大 きく斜めに折れているものは少ない。

　折損後に他の器種 に転用 された ものは、基部側の破片が多い。刃部側の破片は、折損部分を

再加工 して再利用 した ものと考えられる。ただ、折損前 とは異なる着柄や使用方法があったも

のと思われる。刃部先端が損傷 した ものは概ね再加工されている。

　 ４・６・１７・２７は刃部片で、折損部 を再調整 している。基部側の破片 と異な り、調整部分 を

他の用途に転用 した痕跡は認められない。基部側の破片では、４４～４８がスタンプ状石器様に折

損部 を調整 されており、敲打具、またはス リをともな う敲打具 として転用されている。

　特殊例 としては、４９の刃部がスリによって平坦になっているが、これが他用途による結果か、

または刃部の研 ぎ直 しの前段階かは不明である。また、５０は刃部だけを打ち欠いているもので、

他の整形は行われていない。これ も刃部調整の前段階か、局部だけの打製石斧かは不明である。

　使用石材は、概ね硬質の石材を選定 している。石質別では、閃緑岩が１６点で３１％、緑色細粒

凝灰岩が１５点で２９％ と２種類で ３分の ２を占める。 このほかには、凝灰岩 ５点、安山岩 ・輝緑

岩各 ４点、輝緑凝灰岩 ・粘板岩 ・頁岩各 ２点、砂岩 １点が素材 として使用されている。

－ ２２９－



－ 230 － － 231 －



－ 230 － － 231 －



－ 232 － － 233 －



－ 232 － － 233 －



－ 234 － － 235 －



－ 234 － － 235 －



－ 236 － － 237 －

 石錘 （第168図）

 ８点出土した。完形品が４点、欠損品が４点である。

 長軸上に抉りを作出しているものがほとんどであるが、５は短軸上に抉りを作出している。

７は他とは異なり、長軸上に石冠に類似した帯状の潰しが作出されている。側縁などに擦痕な

どが認められないことから本類としたが、他に類似した石器の出土はない。

 ４は明瞭に本類とする根拠に欠けるが、長軸上の剥離痕と敲打による数カ所の抉り状のくぼ

みから本類とした。

 使用石材は、安山岩３点、凝灰岩３点、他２点である。出土点数が少ないこともあるが、特

に石材の使用傾向は認められない。

 半円状扁平打製石器 （第169～171図）

 11点出土した。スリ石として分類したものの中にも、本類と同様の器体加工を行っているも

のも存在するが、刃部に研磨面が構成されていないものを本類とした。

 概ね、板状節理起源の石材を使用しており、鋭利で直線的な刃部を作出している。器体の加

工は縁辺部に限られており、面の内部には至っていない。２・３・８は端部に抉り状の剥離が

加えられている。

 10は破片のため全体形は不明であるが、周縁を打ち欠いた後、器面全体に研磨を加えたもの

である。両側縁の形状などから本類としたが、類似した器種の抉入扁平磨製石器の可能性があ

る。

 11は一方の側縁に片面から剥離を加えただけのもので、器体自体の加工は行っていない。擦

切具の一種かも知れないが、刃部形状から本類とした。
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 石冠 （第172・173図）

 ６点出土した。すべて欠損品で全体形を知り得る資料はない。

 基本的には、敲打による潰しによって器体を一巡する把握部の作出と、幅広の研磨面の存在

が本器種の特徴であるが、今回の出土品は、すべての個体で加工痕跡が異なる。

 １は把握部が作出されているが、片側縁の研磨面はほとんど機能しておらず、敲打を伴った

ざらついた面を構成している。２は研磨面が狭く、他のスリ石のスリ面と大差ないものである。

また、面の側端に使用による小剥離がみられる。３は幅広の把握部と、広い研磨面を有し、頭

部も全体的に潰しによって整形されている。頭部の整形痕は、把握部のものよりは軽便である。

４は敲打による把握部は作出されておらず、ややざらつくスリ面によって構成されている。ス

リ面の側面及び研磨面の周囲に敲打痕が認められる。基本的な本器種の形態とは異なる点があ

るが本類とした。５・６は研磨面以外をほぼ全面にわたって加工しているものである。５は敲

打とざらついたスリによって、６は敲打によって整形されている。研磨面の幅がやや狭いが、

一般のスリ石とは異なり、器体の調整を行っていることから本類とした。

 使用した石材は、すべて安山岩である。
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 スリ石 （第174～184図）

 約120点出土しており、このうち、明瞭なスリ面を観察できたものは85点である。他は、小規

模な痕跡の残る破片資料である。

 １～９は、三角柱状磨石の類である。使用面は主に１面で、もっとも鋭角な側縁を機能面と

している。器体自体の整形はなされていないが、４は頭部に小規模な研磨と敲打の痕跡が認め

られる。また、５は頭部の片面に大きな剥離痕とその縁辺に敲打痕が認められる。ともに使用

痕跡ではなく、把握のための調整によるものと考えられる。８はやや本類中では異質である。

 10～15は１側縁を機能面とした長楕円形のスリ石で、器体の整形、特に機能面の調整を行っ

ていない類である。

 スリ面の側端には、使用による小剥離が認められるものが数点あり、スリ面が幅広の10など

には、片減りが観察される。

 16～17は機能面の側端に大きな剥離痕をもつもので、把握を容易にするためのものと考えら

れる。また、使用にともなう小剥離も数カ所で観察される。

 18～25は１側縁を機能面として、この側端に剥離痕を有する類である。剥離は、24・25など

にみられるように、使用による小剥離と意図的な剥離が混在している。使用する素材は厚みに

は無関係のようである。

 27・28は剥離を伴う機能面のほかに、端部に抉り状の器体整形を行っているもので、29・30・

33は端部から頭部にかけても整形されているものである。34～37はほぼ器体の周縁全体を整形

の対象としているものである。これら中には、機能面の一部、または約半分ほども打ち欠いて

いるものもみられる。

 39は肉厚の礫を素材にし、半円状扁平打製石器様の器面の整形を行っている。刃部様の連続

剥離を行っており、擦切具の可能性も考えられるが肉厚すぎる。また、打製石斧の可能性も考

えられるが断定し得ない。刃部の擦痕と器面の敲打を伴うスリの痕跡から、一応本類とした。

 40は小判形の礫の端部と側縁を機能面としており、41は自然礫の側端の３箇所に機能面をも

つもので、湾曲面を意図して使用しているようである。石材は、磨製石斧に使用する緑色細粒



凝灰岩で、本類では珍 しい例である。

　４２は両側端に幅広の機能面を構成するもので、両面にも敲打による荒れた範囲が観察 される。

４３は両側縁に幅広のスリ面 をもち、両面に くぼみを伴 う敲打痕 を有 している。 ２種の機能を合

わせ持った器体 と考えられるが、ス リの機能 を優先 し本類 とした。

　４４は両端部を機能面 とするもので、側縁の一部にも細長いス リ面が構成されている。

　４５・４６は略円錐状の小礫の先端部 を機能面 としてお り、ス リコギ的な用法を行った ものと考

えられる。４７も小礫を素材 としているが、使用頻度 は低 く、側端などに小規模なス リ痕を持 っ

ているだけである。４８は円礫の一部 を機能面 としている。

　 これらスリ石の石材 は約 ８割が安山岩であ り、概ね硬質の素材を選定 しているが、多孔質の

軟質なもの も少量使用 されている。

－２４５－
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 凹み石 （第185～194図）

 敲磨器類のうち、器面に明瞭な凹みを持つものをこの類とした。凹みの深さが器面より約２

mm未満のものは敲打具とした。

 また、スリなどとの複合痕跡をもつものでは、使用頻度にかかる主たる機能の痕跡の度合い

によって本類または他の類とした。

 本類は、282点と礫素材の石器の中で最も出土点数の多い器種である。

 ただし、本類の中でも、敲打する側と、台として敲打される側のものとが共存していると考

えられる。両者の間にはたとえば堅果類などの対象物があり、直接、敲打具（叩き石）で台を

敲打するとは考えられないが、この両者を明瞭に分別することは不可能である。このため、本

類の細分は機能面の数によった。ただ、点数が多いことから、その種別の典型的なものを抽出

して図化している。

 使用面（機能面）は２面使用のものが多く、１面使用のものがこれに続く。

 各種の中でも、素材の形状は多岐にわたる。不整形としたものが多いが、概ね、小判形や、

やや肉厚な卵形が基本形となり、長楕円形や棒状のものがこれに続く。卵形のものでは片面が

平坦なものが多く、また、後続の両者はともに一方が幅広か肉厚な傾向がみられる。

 肉厚で、中型以上のものは、前述の台的使用によるものと考えられ、把握しての敲打具とし

ては、重量及び大きさから手に余るものである。

 不整形の石材では、１面使用のものには10～14cmほどのものが多く使われており、２面使用

のものでは偏平なものが多い。３面使用のものには断面が三角形のものが多く使用されている。

４面使用のものでは、不整形のものは少なく、卵形が多い傾向がみられる。

 使用石材の石質では、安山岩・砂岩が主体となっており、本類全体の比率では安山岩47％・

砂岩33％である。これに凝灰岩の17％が続く。
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　石皿　　（第１９５～１９７図―１６）

　３０点出土 している。ほ とん どが破片での出土で、完形品は１３の １点だけである。 このほかに

石製品の類 とした ミニュチュア製品が １点出土 している。

　破片試料が多いことか ら、図化 したものは半数ほどである。各器体の特徴を表に記載 してい

る。 また、写真図版に多 くを記載している。

　石皿は、器体 そのものを整形 した類 と、自然礫 をその まま使用 した類 とがある。前者は器体

の形状に意味及び用途が限定 され、後者 は、使用よる最終的な形状である。

　 １～１０は、器体の整形を行 っているもので、 このうち １～ ６は表面の縁辺部 に高まりを作出

しているものである。これ らは３を除いて底部外面を舟底形に整形 しており、 ９は底部外面の

縁辺 と平行 した土手状の脚部 を作出しているものである。 ５にも不明瞭ではあるが、脚部の可

能性のある加工痕が認 められる。

　１１～１３は、自然礫その ものの面を機能面 とした もので、主に片面に、湾曲した研磨面を有 し

ている。使用の頻度 により、湾曲度に差が認められる。

　素材 とした礫の種類は凝灰岩が大部分を占め、整形がなされた石皿のほとんどは、この凝灰

岩製である。ただ、 これ らの中でも、粒子のきめの細かいものと砂粒などの多 く混入したザラ

付いたもの とが認め られ る。

　全体に軟質の素材が多いが、砂岩製のものは一般的に堅緻である。

　 また、欠損後、火熱を受 けているものが数点ある。

　 これらは、時期的には出土土器 と同様に、縄文時代中期の所産 と考 えられるが、それぞれの

個体がどの土器形式に伴 うものかは不明である。

　 これら石皿のほかに、板状節理 による肉厚の大型礫が数十点出土 した。台石な どに使用のた

めに搬入された もの と考 えられるが、使用による明瞭な痕跡が認 められるものは皆無であった。

　砥石　　（第１９７図―１７・１９８図）

　本類 としたものは２３点で、全て遺構外か らの出土である。ほとんどが破片での出土で、図示

できないものが多い。

　 破片資料の場合、石皿の破片 との区別が困難であるが、主に小型のものを砥石 として分類 し

た。 これらの中では、研磨範囲が面 として捉 えられるもの、擦痕だけのもの、溝状の研磨痕 を

持つ ものな ど対象物及び機能的に性格が異なる。

　 ２０・２１は小型の自然礫 に擦痕が認 められるもので、特に２０は数方向の擦痕が顕著である。擦

痕の幅 は １ｍｍ程度で最大で も２ｍｍ程である。

　 図化はしなかったが、砂岩製の ２点 は、 ４面を機能面 としており、現在の 「荒砥石」に相当

－ ２７０－
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する粒子が均一なもので、各面はそれぞれ湾曲している。本類では数少ない硬質の素材を使用

している。

 19などはれそれ数条の溝状の研磨痕を有するもので、玉砥石として分類されるものである。

おもに凝灰岩を素材として、石皿の転用と考えられるものが多い。磨製石斧などの側面加工に

使用された可能性も考えられたが、各溝の幅及び湾曲度は石斧とは合致しなかった。

 このほかに、硬質の安山岩に凹みと１条の溝が切り込まれているものなどがあり、何らかの

道具を研ぎ出すという性格よりも、石製品としての要素が強いものもある。

 本類の使用石材は、凝灰岩と砂岩がおのおの約３割程度を占めており、全体に軟質のものが

多い。

 軽石

 30点ほど出土したが、ほとんどが細破片で、形状を確認できたものは６点である。いずれも

黒っぽい浮石で、ほとんどが蜂の巣条の多孔質のものである。各個体とも平坦な面や湾曲した

面は観察できるが、明瞭な加工痕跡は認められない。道具として使用したものか、または製品

であったものかは不明である。このため、単に軽石として一括した。
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　 ３　 土製 品

　土偶　　（第１９９～２０１図）

　１２点の出土である （内、遺構 内 （３号土坑）出土 １点）。

　大部分が破片での出土で、完形品は三角土偶の １点である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第２００図― ６は、第３７図― ２と同一実測図である。）

　 １は、非常に大型の板状土偶の下半部破片で、表裏面及び側面の全面に文様が施文されてい

る。文様 は、主に撚糸の圧痕 を主体 としてお り、表面 は、ほぼ左右対称に撚糸の圧痕による施

文が施 される。裏面は、中心部に、指頭によると考 えられる幅広の沈線が縦位に施文され、 こ

れを挟んでほぼ左右対象の文様が施文されている。 また、側面 には先端の細い工具による連続

した刻み目がみられる。残存部の最大長は、１２５ｍｍ、最大幅１３７ｍｍ、最大厚３０ｍｍである。文様構

成か ら、円筒上層 ａ式に伴 うものと考えられる。

　 ２・３は、 ともに胴部の破片であ り、撚糸の圧痕 によって文様を構成 している。 ２は、裏面

に指頭 によると考えられる縦位の沈線の痕跡が認められる。 １と同様 に円筒上層 ａ式に伴 うも

のと考 えられる。

　 ４～ ７・９は、主に刺突によって文様 を構成 している。 ４・６は腕部 に斜位又は縦位に貫通

孔が穿たれている。 ５は頭部 と一方の腕部 を欠失 している。 ７は裏面 に刺突及び沈線による文

様が施 されている。

　 これらの ５点は、刺突を基本 とした文様構成から、縄文時代中期後半期の所産 と考えられる

が、榎林式 ・最花式の土器のいずれ と共伴するかは不明である。　 ８は、無文の胴部下半の破

片である。

　１０・１１は、それぞれ脚部及び腕部の破片 と考えられるが、断定 し得ない。

　１２は、三角土偶の完形品であるが、表面の一部が剥落 している。表面側が凸状に湾曲してお

り、刺突及び沈線により文様が施文されている。裏面は無文である。 ４ほかと同様に縄文時代

中期後半期のもの と考 えられ る。

　 円盤状土製品　　（第２０２・２０３図）

　２６点出土した。内、 ２点 は遺構内 （３号土坑 ・２号配石）か らの出土であるが、第２０２図にも

記載 している。

　 ほとんどが土器の胴部片 を転用 した ものであるが、 １・５は口縁部片 と考えられる。

　縄文のみの施文が多いが、無文が ２点、沈線のみられるものが ２点ある。また、撚糸圧痕の

みられ るもの も２点ある。縄文原体の多 くは単節で、ＬＲのものが大半を占める。

－ ２７７ －



　２１は未貫通ではあるが、孔が穿たれている。 また、１７・２０の ２点にはスス状炭化物の付着が

みられる。

　時期的には撚糸圧痕及び ０段多条のの原体によるものは円筒上層式 と考えられ、沈線を併用

するものは中期中葉以降 と考 えられ る。

　出土地点では、遺構 の検出できた４５～８４グリッドの範囲か らは、遺構内出土 を含めて１０点程

の出土があ り、土坑群近 くのＰ―８５グ リッド周辺か らは ４点が出土している。他の多 くは遺構

の存在 しない範囲からの出土であった。

　その他の土製品　　（第２０４図）

　 １は大型の耳栓の破片で、約半分 を欠失 している。両面に渦巻 き状の隆帯 を作出し、細身の

工具による刺突列 を施文 している。

　 ２は手捏ねによるもので、スタンプ状で帯状の把手が作出されている。

　 ３は中央に穿孔がみられる円形の破片である。穿孔以外 に文様の施文は認められない。当初、

土偶の脚部 とも考 えられたが、肉厚の耳栓の可能性が高い。

　 ４はいわゆる鰹節型土製品の類 と考えられるものの欠損品で、器面全体 にＬＲの原体 による

縄文が施文されている。片面か らの穿孔による貫通孔があり、他の面の孔口が外部に突出して

いる。

　 ５は手捏ねによる三足土器の底部破片の可能性が高い。上部が不明のため土器片 としてでは

なく本類 に含めた。脚部の内、残存するのは１本だけで、他の ２本は接合部分で折損 している。

　 ６は欠損品で、円盤状 に整形 された ものの破片 と考 えられる。片面中央部に指頭によると考

えられる圧痕が認 められる。

　 ７は２ヶ所に透か しを作出 した台の破片である。 ５と同様に上部が不明のため、本類に含め

た。透か しは細身のヘラ状工具 によって作出されたもの と考 えられるが、稚拙であ り、丁寧な

整形は行われていない。

－ ２７８－
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 ４ 石製品 （第 205 ～ 207 図）

 石器以外の加工痕が認められるものを石製品として一括した。29 点が出土している。

 １・２は、ミニュチュア製品で、１は舟型の石製品である。全面に加工時の擦痕を多く残し

ており、表面はややザラ付いた感触がある。小型の石皿の可能性も考えられたが、成形時の加

工痕以外の使用によると思われる痕跡が認められないことから、舟のミニュチュア製品と考え

られる。

 ２は脚付の石皿のミニュチュア製品で、平面形は台形である。軟質の凝灰岩を素材としてお

り、器面は底外面を除いて、概ね平滑である。

 ３は一見、環状石斧の欠損品と思われる破片であるが、外縁はやや楕円気味で、正円とする

と径 30 cm以上の輪状となる。このことから、湾曲度の強い弧状の製品の可能性が考えられる。

 ４は硬質で棒状の転石を素材としており、加工もしくは使用により、一端部が乳棒状の半球

状になったものである。敲磨器類としての分類も可能であるが、本類とした。

 ５・６は水晶の加工品である。５は、柱状の各辺が転石化して、やや円柱状になっており、

両端部に半球状の加工（もしくは使用による）を行っている。また、若干の面取り加工も行っ

ている。６ も５と同様に転石と考えられるが、器面の磨滅は少なく、六角柱状を呈している。

欠損部は風化もありササクレ状に亀裂がはいっている。端部は、４・５と同様に半球状を呈し

ている。

 ７～ 21 は有孔石製品である。

 ７は両端からの穿孔による貫通孔がある。一端からはほぼ長軸上に、もう一端からは斜行気

味に穿孔している。斜行側の孔端は平坦に加工されており、「石笛」と考えられる。斜行部の平

坦面は「尺八」等の「歌口」に類似する。また、笹の葉などをこの面に接着すれぼリード様に

音を出せる可能性も考えられる。

 ８は、細身で中膨らみの棒状の石材を素材とし、両端から穿孔を行っている。孔はおのおの

端部から７mm程で途切れ、貫通には至っていない。穿孔途中のものか完成品かは不明である。



　 ９は台形状の素材の上下から貫通 した孔を持つ ものである。器面全体 に加工痕が認められる。

　１０～１３は板状の石材の片方に貫通孔を持つもので、垂飾品の類 と考えられる。 これらは薄手

ではあるが、穿孔は両面から行 っている。１１は、器面 に孔 と同心円の擦痕がみられる。 これは

穿孔具の錐の装着部の痕跡の可能性が高い。４点 とも器面 に研磨 による整形痕 は認められるが、

１０は側縁の加工 までは至っていない。

　１４も垂飾品 と考 えられるが、一端 を欠失 しており、全体形 は不明である。孔は端部近 くに両

面か ら穿たれてお り、器面 も研磨 による整形がなされている。

　１５は棒状 の転石の両端寄 りに ２個の貫通孔を持つ もので、孔 はともに両面か らの穿孔である。

　器面 にはほとん ど整形の痕跡がなく、片方の端部に若干の面取 り様 の研磨痕が認められるだ

けである。１７も自然面 をそのままに残 している曲玉状のもので、湾曲部に両面か ら穿孔してい

る。器面の整形痕はまった く認 められない。１６は片面が剥離 しているが、器面には全体 に研磨

が施 されている。

　１８・１９は円盤状 に加工 した素材の中央に、両面からの穿孔 を行ってお り、１８は側縁 までていね

いな研磨による整形がなされている。

　２０・２１はやや大型の素材の中央に、両面から穿孔 した もので、 ともに器面全体 はほとんど自

然面を残 している。

　２２・２３・２５はほぼ全面に研磨による面取 りがみ られるもので、砥石の可能性 も考 えられる。２４

も研磨による面が作出されているもので、特に片面 は平滑である。２６は垂飾品の未製品 と考え

られ、器面を研磨 しているが、穿孔は行われていない。

　２８・２９はやや肉厚の円盤状に加工されたもので両面及び側面に研磨による整形が行われてい

る。

－ ２８７－
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第Ⅳ章  自然科学的分析

 １ 出土炭化材の樹種について

    槻ノ木遺跡出土炭化材の樹種

                                 嶋 倉 巳三郎

 青森県上北郡野辺地町に所在する槻ノ木遺跡から出土した炭化材の樹種を調査した。

 試料は、１cmくらいの大きさの木炭で、これらの木口・柾目・板目方向の破断面を落射照明

で検鏡した。

 試料は、縄文時代中期前半の土坑墓と考えられる遺構の覆土から採取したものであるという。

脆くて砕け易いが、遺跡の時代が古いためであろう。樹種のうち、クリは建築・器具・家具・

薪炭・その他に広く使用されてきた材であり、エノキ・ヤチダモもそれに近い用途があり、ヤ

チダモはクリの模擬材にもなるという。

 炭化材の組織

 クリ Custanea crenata Sieb. et Zucc.  ぶな科

 孔圏道管の大きな環孔材、晩材部の小道管は多数集まって火炎状に配列する。放射組織は同

性、単列と部分的２列のみである。周囲仮道管状の木繊維がある。

 エノキ Celtis sinensis Pers. にれ科

 孔圏道管の大きな環孔材、晩材部の小道管は不規則に集団して、斜めまたは接線方向に散在

し、側壁にラセン肥厚がある。放射組織は異性で、１－10列くらい、さや細胞がある。

 ヤチダモ Fraxinuus mandshurica Rupr. Var. japonica Maxim. もくせい科

 環孔材、孔圏道管は大きく、数列に並び、晩材部の小道管は単独、まれに２－３個ふくごう

して疎らに散在する。放射組織は同性で、１－３列。
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　　２　 出 土 炭 化 材 の 放 射 性 炭 素 年 代 に つ い て

　　　　 学 習 院大 学放 射性 炭 素 年代 測 定結 果 報 告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木 　越 　 邦 　彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９４年 ３月２６日

青森県埋蔵文化財調査センター殿

　１９９３年１２月２４日受領致 しました試料についての年代測定 の結果 を下記の通 り御報告致 しま

す。

　なお年代値の算出には１４Ｃの半減期 としてＬＩＢＢＹの半減期５５７０年を使用しています。ま

た付記 した誤差はβ線の計数値の標準偏差σに もとずいて算出した年数で、標準偏差 （ＯＮＥ

ＳＩＧＭＡ）に相当する年代です。また、試料のβ線計数率 と自然計数率の差が ２σ以下の とき

は、 ３σに相当す る年代を下限の年代値 （Ｂ． Ｐ．）として表示してあ ります。 また、試料のβ線

計数率 と現在の標準炭素 （Ｍ ＯＤＥＲＮ　 ＳＴＡＮＤＡＲＤ　 ＣＡＲＢＯＮ）についての計数

率 との差が ２σ以下の ときには、Ｍ ＯＤＥＲＮ と表示 し、δ１４Ｃ％を付記 してあ ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

Ｃｏｄｅ　 Ｎｏ．　　　　　 試料年代　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９５０年 よりの年数）

Ｇａｋ―１７７３５　　　　 木炭　ｆｒｏｍ　槻 ノ木 （１）遺跡　　　　　　 ３０９０±１６０

　　　　　　　　　　 Ｎｏ．１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１４０　Ｂ．　Ｃ．

Ｇａｋ―１７７３６　　　　 木炭　ｆｒｏｍ　槻ノ木 （１）遺跡　　　　　　　４５５０±１１０

　　　　　　　　　　 Ｎｏ．２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６００　Ｂ．　Ｃ．

以上

－ ２９４ －



　　　　　　　　　　　　　第 Ｖ章　分析 と考 察

　 円筒上層 ａ式の口頸部文様 について

　今回の調査で出土量の多かった土器の中でも、円筒上層 ａ式 とした類は、口縁部文様帯 に多

岐にわたる文様構成が認められた。文様構成における明瞭な新旧は把握できなかったが、大ま

かな変遷過程についての可能性を推察 した。

　本類の文様の基本的な構成要素 としては、口縁部の突起、撚糸圧痕、隆帯、ボタン状の貼付

け等が挙げられ る。主たる施文要素は、円筒下層式か らの流れの中で捉えられる撚糸圧痕 と粘

土紐の貼付 けによる。本報告書の分類では、上層 ｂ式 との差違は、端的にいえば馬蹄形の撚糸

圧痕の有無だけである。

（口縁部）

　円筒下層式よりやや肥厚 し、平口縁 ・小波状口縁で、平 口縁のものは小突起 または短い隆帯

などの貼付 けがみられる。小波状のものは、山形 ・二又 ・低い弁状や鰭状の突起 を持つ。口縁

部がさらに肥厚 したものは、波状の度合いが強 くな り、外板 の度合い も大 きくなる。突起部分

は大きな鰭状や王冠状 になる。また、二又状のものには、あまり頂部が突出するものが少ない

傾向がみられるが、弁状突起状 にのびるもの もみられる。

（文様区画帯）

　山形突起の頂部から垂下する隆帯を基本 とし、文様帯 を４分割する。垂下隆帯 に替わるもの

は、ボタン状 または短 い俵状の隆帯を貼付 ける。 また、渦巻 き状の撚糸圧痕だけの ものも存在

する。突起が二又状のものは、その両端から２条の隆帯を垂下させ るものが多い。

　口縁部の波状が強いものには、その突起の意匠によって垂下隆帯に種々のバ リエーションが

みられる。基本的にはノの字及びＸ字状、 ２条の垂下隆帯 は平行する稲妻形や逆台形状へ変化

するようである。

（撚糸圧痕）

　文様構成の基本 となる施文方法で、長めの撚糸を原体 としている。横位の撚糸圧痕 は、基本

的には口縁部 と平行 した圧痕であるが、口縁の波状が大きくなるに従って、山形突起の下部に

空間が生まれ、これを埋めるべ く斜位または渦巻 き状の圧痕が追加 して施文され る。

　二又状の突起 をもつものは、初期段階か ら斜位の撚糸圧痕を施文 しているようである。また、

垂下隆帯をもたない ものでは、ボタン状などの貼付け文の位置 によって異なるが、平行 した山

形の撚糸圧痕を施文する。

　波状の度合いが強い類には、最 も低い部分にさらに文様 区画 を意図 した縦位の意匠が施文さ

－２９５ －



れる。この類の施文は口縁直下の数条の平行する圧痕や、枝葉状の圧痕など多様 な意匠が施文

され、各区画 ごとに文様構成の異なるものも多 くみられる。

（短線圧痕）

　撚糸圧痕 とともに主要な文様要素である。原体は、間隔のやや緩い絡条体 によるものが多い

ようである。施文部位 は、口唇部及び隆帯上への施文 と、撚糸圧痕問への施文である。初期で

は、横位の撚糸圧痕間に縦位に施文す るが、波状がやや大 きくなると、やや斜位方向や、縦位

方向のハの字、横位のハの字 （羽状） または、横位の撚糸圧痕 を挟んだ矢羽根状の施文がみら

れる。Ｘ字状 のものは早い段階か ら存在するようである。

　横位の連続 したハの字状の圧痕は、円筒上層 ｂ式の馬蹄状の圧痕の原型 とも考 えられる。

（隆帯）

　文様区画以外での施文は、口縁部が大きく肥厚し、 また大きな波状の ものにみられ、数条の

撚糸圧痕部分に替わって隆帯での施文が行なわれるものもある。 また、文様区画帯の発展的意

匠としての施文 も認められる。

　 これ らの特徴から類推 して、模式図のような変遷が考えられる。

初期段階としては、口頸部文様帯の幅が狭 く、主要施文は横位を基本 としている。口縁部 はや

や肥厚する程度で、胴部 との区画の隆帯 もごく低 いものである。縦位の文様区画帯は口縁部の

小突起下に、垂下する隆帯 または、ボタン状 などの貼付け文や山形の撚糸圧痕でなされている。

短線圧痕 は基本的に縦位である。

　 ２段階 としては、山形直下の文様区画帯において、斜位や渦巻 き状の撚糸圧痕がみられるよ

うになる。ただ、垂下隆帯が ２条の ものや、垂下隆帯 をもたないものは、初期段階から斜位の

施文がみ られ、一概には発展形態 とはいえないか もしれない。ただ、波状の度合いが強 くなっ

てきた段階においては、口縁部に平行な撚糸圧痕が、山形の直下に空白部 を生み出すために、

これらの意匠によって、空白部 を満たす施文が行われるもの考 えられる。 この段階で も区画帯

以外は、横位の撚糸圧痕に、短線圧痕 を伴 うものである。短線圧痕は縦位 ・斜位の施文に、縦

位 ・横位のハの字状や矢羽根状がみられるようになる。

　 ３段階 としては、口縁部が大きく肥厚し、さらに外反の度合いが強 く、突起 は大きな鰭状や

王冠状など大 きく発達する。また、区画帯の垂下隆帯 もノの字状や結束状の意匠などもみられ

る。二又状の突起 を持つものには、 ２条の垂下隆帯からＹ字 ・Ｔ字 ・逆Ｕ字状への変化がみら

れるものもある。 この段階では、前段階までの整然 とした文様構成 を受け継 ぐものが少な くな

り、自由な発想の意匠が多 くなる。

　 もっとも新 しい段階 としては、隆帯を多用するものが充てられると考 えるが、撚糸圧痕が整

－ ２９６ －
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然としたものも多くみられ、すべてがこの段階のものとは言い得ない。

 また、巻き込んだような俵条の隆帯などの意匠は、突起が大きく発達する上層ｂ式に受け継

がれるものと考えられる。
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 文様構成による変遷を考えてきたが、今回は主に、本遺跡の出土例に拠ったため、他の遺跡

の出土例とは異なった様相を呈するかもしれない。

 初期段階や２段階では、空白を埋め尽くそうとする意識が働いていたようであるが、撚糸圧

痕の意匠に種々の文様が施文されはじめた段階から空白部が多くなり、短線圧痕に替わる圧痕

もその間隔が広くとられるようである。また、これに反して、肉厚の隆帯を多用したものは、

前段階のように密集した文様を展開している。このことは、文様構成上の何らかの規範が緩和

された時点で、より自由な方向を指すものと、従来の構成に立脚した上で、さらに発達させよ

うとする二者が存在した可能性が考えられる。

 アスファルトの付着のみられる石鏃の着柄について

 定形石器中でもっとも多く出土した石鏃の中で、32点にアスファルトの付着が観察された。

これは総点数350点中の約１割にあたり、この時期、アスファルトが、相当量流入していたもの

と考えられる。出土資料の中で付着痕の認められるものを集成図にした。

 アスファルトは、石鏃と柄との着装時の接着剤と考えられる。付着範囲は、当然のことでは

あるが、茎部の有無で大きく異なっている。付着の残存率の高い数点での比較では、無茎鏃は

18・38・40にみられるように、器体の先端まで及んでいる。これに対し有茎鏃では149・170の

ように、茎部及び基部のみに付着がみられ、完形品では茎部端まで及んでいるのが観察される。

 これらの付着範囲から、着装法を推定してみた。ただ、すべての鏃の装着にアスファルトを

使用したとも思えないことから、接着剤を伴わない装着法の存在もあったものと考えられる。

本稿では、単に付着範囲からの推定である。

 まず、柄の材質としては竹管が考えられ、矢柄研磨器と推定される石器の例からも妥当と考

えられる。特に、本県では円筒土器以降に圧倒的に出土率の高くなる有茎鏃においては、中空

であることから、装着に最も適している素材と考えられる。逆説的にいえば、竹管が柄として
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最 も有効であったために、 これに合わせて有茎鏃が発達 したとも考えられな くもない。

　有茎鏃の装着の場合 は、中空である竹管の先端部 にス リット状のを切 り込みを設けて安定さ

せ、さらに先端部を先細 に加工 した物 と考 えられる。また、切 り込みにより柄の本体に亀裂が

入 らないように、細身の紐などで補強 していた ものと考えられる。

　無茎鏃の場合は、他県で数例確認されているように、根挟みの存在が挙 げられ る。 この場合

も、柄は根挟みの形状か ら中空の素材への装着が考 えられる。また、根挟みを介在 としない直

接的な装着 も考えられるが、対象物に当たった際に、有茎鏃 よりも柄の切 り込み部分に潜 り込

む可能性 も考えられる。 この場合、逆に根挟みの存在から、細身の木材な ど竹管でない素材を

柄 として、直接切 り込みを設 けて装着 した可能性 も否定できない。

　装着法の推定例 を模式図にした。Ａは有茎鏃の装着、　Ｂは根挟みを用いない無茎鏃、　Ｃは根

挟み使用の装着である。

　最後 に、前述の有茎鏃の発達については、柄 との関係においての推察であって、対象物の違

いによっての使い分けや、ダメージの強弱などについての要素はまった く含 まれていないこと

を付記 したい。

－ ３００－



ま と め

　遺　構

　竪穴住居跡 ：　 ４軒検出したが、全体形を知 り得るものはなかった。ただ、平面形状は隅丸

の長方形である可能性が高いことと、掘 り込みが深めであること、時期的には円筒上層 ａ式期

と考えられる。 また、床面直上か らの大木系土器の出土例から、廃絶後かなり長期間にわたっ

て窪地であった可能性が考 えられる。

　土坑 ： 検出数が少なかったが、多 くが小高い斜面上の７０～７５ライン間に構築 されている。

時期を特定する要素には欠けるが、 これ らの土坑が同時期であれば、居住空間と画した場の設

定がなされていたものと考 えられ る。

　配石遺構 ：　 環状配石の ２基は下部 に土坑 を伴い、遺物が伴出しない ことから時期及び性格

の不明な遺構である。墓壙 とすれば規模的な問題か ら合葬墓の可能性が高 く、環状の配石 は墓

標 と考 えられ る。位置的に近接 していることから、他の配石 も同様 にも墓標の可能性が考 えら

れる。

　遺　物

　土器 は約４００箱の出土量で、数箱を除いて縄文時代中期の土器である。

　土器の大半 を占める円筒式土器 は、ほとんどが円筒上層 ａ式期のもので、その文様構成 に種々

の要素が観察 された。 また、その出土量からも文様の変遷が推察される好資料 と考えられる。

　大木系の土器 において も、特に特殊な文様構成のものは出土 しなかったが、出土点数の多さ

から、円筒土器 と同様に資料の蓄積がなされた ものと考えられる。

　大木 ８・９式の土器では、移入品 と考 えられる土器が出土 してお り、今後、胎土分析などか

ら産地の同定が望まれる。

　後期の土器では、おもに甕棺土器だけの出土状態から、調査区内に墓域が存在 した可能性が

示唆される。

　石器は、約６０箱の出土であったが、剥片素材のものでは、不定形石器が非常に多 く出土 し、

特に小礫を素材 とした両極技法 による剥片が多量に出土 している。

　定形石器では、石鏃が最 も多 く出土 した。 この中で もアスファル ト付着の ものが約 １割近 く

存在 し、着柄の状況が推定で きる好資料である。

　石匙 は、縄文前期から中期前半にかけて出土量が多い傾向があるが、本遺跡においては石鏃

の出土量に対 しても、きわめて少量の出土である。今後、この時期において同様の傾向が認め

－３０１－



られれば、本器種 に替わる他器種の存在を考慮しなければならない と考えられる。スクレーパー

とした不定形石器の大部分がそれに該当すると思われるが、今回の調査で多量に出土した不定

形石器においては、破損品が多 く、刃部 を長 く作出したものが少量であることから、断定 し得

ない。

　礫素材の石器では、凹み石が最 も多 く出土 している。 また、石斧 も多 く出土 しているが、打

製石斧 はその可能性があるものが数点だけで、アッズ的用法の器種が認められない。量的な比

率か らは、凹み石 ・スリ石の出土量 に対 し、石皿の点数が非常に少ない傾向がみ られる。これ

は、遺跡本体における位置的な要因によるものか、 この時期の石器組成全体 に係わるものかは

把握 し得なかった。

　土製品では、土偶の出土量が多 くみ られ、この中の上層 ａ式 とした脚部破片は、その撚糸圧

痕による文様構成が、同年調査の青森市の三内丸山遺跡出土のもの と酷似 している。また、円

盤状土製品が多 く出土 した。

　石製品では、舟形の ものや、水晶製品など貴重な資料が出土 している。

　今回の調査は、農道の付 け替えとい う非常に細長い範囲の調査であり、また、 ３分の ２程が

近沢川の崖上 にあることな どから、ほぼ遺跡範囲の縁辺を調査したにすぎない。 このため、遺

跡本体の状況はほとんど把握できなかったが、居住区域の一部は台地縁辺までのびていたこと

が理解された。また、遺物量の多さから集落の規模 も大 きかった ことが推察される。今回の調

査区は、出土遺物から、縄文時代中期 に最 も頻繁に活用された場 として位置付 けられ るが、土

器の型式か らは、円筒上層 ａ式期 と、その後やや時間差 をおいた榎林式期 ・最花式期に、生活

の主体がみられる。

　野辺地町による分布 ・試掘調査からは、今回の調査区にごく近接 した沢筋で、円筒上層式土

器の包含層下部から、さらに円筒下層式の土器の堆積が認められた ことや、やや離れた地点で

縄文時代後期の遺物包含層が確認 されていることから、本遺跡 は、縄文時代前期、またはそれ

以前か らの長い期間にわたる集落跡が存在 していたもの と考 えられる。また、小 さな川または

谷筋 をはさんで連続する狭い台地上にも遺跡の存在が認められていることか ら、本遺跡を含む

大規模な集落 の存在が、長期間存在 していた もの と考えられる。

－ ３０２－
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